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午前９時５７分開会 

○長井まさのり委員長 それでは、これより産業環

境委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 初めに、記録署名員２名を

私から指名いたします。西の原委員、加地委員、

お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 次に、管理職の紹介がござ

います。 

  初めに、副区長から部長級職員の紹介をお願い

いたします。 

○副区長 おはようございます。 

  私から産業環境委員会所管の部長級職員を御紹

介いたします。 

  石鍋敏夫産業経済部長です。産業政策課長の事

務を取扱います。 

○産業経済部長 よろしくお願いいたします。 

○副区長 會田康之環境部長です。 

○環境部長 よろしくお願いいたします。 

○副区長 松本武志足立清掃工場長です。 

○足立清掃工場長 よろしくお願いいたします。 

○副区長 私からは以上です。 

○長井まさのり委員長 続いて、産業経済部長から

所管の課長級職員の紹介をお願いいたします。 

○産業経済部長 それでは、私から産業経済部内及

び勤労福祉サービスセンター、シルバー人材セン

ター、観光交流協会に派遣の課長級職員を紹介い

たします。 

  岸柳直人企業経営支援課長です。 

○企業経営支援課長 よろしくお願いいたします。 

○産業経済部長 飯塚尚美産業振興課長です。 

○産業振興課長 よろしくお願いいたします。 

○産業経済部長 五十嵐隆足立区勤労福祉サービス 

 センター事務局長です。 

○勤労福祉サービスセンター事務局長 よろしくお

願いいたします。 

○産業経済部長 山下広幸足立区シルバー人材セン

ター事務局長です。 

○シルバー人材センター事務局長 よろしくお願い

いたします。 

○産業経済部長 安田真人足立区管理観光交流協会

事務局長です。 

○管理観光交流協会事務局長 よろしくお願いいた

します。 

○産業経済部長 私からは以上です。 

○長井まさのり委員長 続いて、環境部長から所管

の課長級職員の紹介をお願いいたします。 

○環境部長 おはようございます。 

  私からは環境部内の課長級職員を紹介いたしま

す。 

  吉尾文彦環境政策課長です。ごみ減量推進課長

と政策経営部ＳＤＧｓ・協創推進担当課長を兼務

しております。 

○環境政策課長 よろしくお願いいたします。 

○環境部長 早川亮足立清掃事務所長です。 

○足立清掃事務所長 よろしくお願いします。 

○環境部長 山岸覚生活環境保全課長です。 

○生活環境保全課長 よろしくお願いいたします。 

○環境部長 私からは以上であります。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 次に、所管事項を議題とい

たします。 

  所管事項につきましては、既に資料を配付いた
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しましたので、説明に代えさせていただきます。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 次に、陳情の審査に移りま

す。 

  本日は新しい委員構成になって初の委員会審査

でありますので、継続審査中となっている陳情の

内容については執行機関から、また、過去の審査

状況につきましては区議会事務局長からそれぞれ

説明を求め、その後、審査に入りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、（１）５受理番号７ インボイス制度

の導入に際し、足立区シルバー人材センターが会

員への分配金から消費税分を減額しなくて済むよ

うに、足立区として援助を求める陳情を単独議題

といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  まず、執行機関に説明を求めます。 

○産業経済部長 それでは産業環境委員会陳情説明

資料産業経済部の資料の２ページをお開きくださ

い。 

  件名については記載のとおりです。 

  陳情の要旨でございますが、インボイス制度導

入に際して、足立区からシルバー人材センターに

委託金消費税分の上乗せをすることを求めるとい

うこと。それから、会員への支払いが消費税分減

額されることがないように援助をすることを求め

るという内容です。 

  インボイスの制度の概要ですが、１の（２）に

ありますとおり、消費税の仕入れ税額控除の方式

で、インボイスに記載された税額を控除すること

ができると。 

  このインボイスの発行でございますけれども、

事業者の登録を受ける必要があるということにな

っております。 

  令和５年１０月１日からこの制度が導入されて

いるわけですが、（３）にありますとおり、仕入

れ税額控除について経過措置が設けられていると

いうふうな内容になっています。 

  ３ページになります。 

  シルバー人材センターにおけるお金の流れとい

うふうなところでの話になります。 

  上の方の図でございますけれども、これがイン

ボイス導入前の発注者、シルバー人材センター会

員の関係になります。発注者から消費税分相当分

を受け取って、シルバー人材センターはそのお金

をそのまま会員の方に配分金としてお渡しすると

いうふうな形に従前なっておりました。 

  令和５年１０月のインボイス導入以降は、一番

下の図にあるとおりなんですけれども、会員の方

は免税事業者になっておりますので、インボイス

を発行することはできません。したがいまして、

発注者の方からお預かりした消費税分としていた

だいた★★をシルバー人材センターの方で持ちま

して、税務署の方に支払うというふうな流れにな

っております。 

  ４ページをお開きください。 

  インボイスがシルバー人材センターに与える影

響ということになります。 

  上の表の左上のところにありますけれども、従

前、おおよそ１２億円程度の受注額を頂いており

ました。それに対して、仕入れ税額控除額という

のが、一番上の段の④に当たりますが、１億２，

０００万円弱というふうな形になります。これに

関しまして、センターの方では、右の網掛けのと

ころにありますとおり、経過措置期間に応じて、

それぞれ年間２，３００万円の負担、５，９００

万円の負担、１億２，０００万円の負担というふ

うな形での負担を強いられる形になります。 
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  会員への影響というのが下に書いております。

これまでですと、この網かけの部分の一番上で、

４万円ほど平均で手取りでもらえたものが、完全

にインボイスの方が経過措置が終わると３万７，

０００円程度の配分金になるというふうな内容で

す。 

  それから５ページの方をお開きください。 

  新しい契約方式というふうな形で、★★の施行

に伴いまして厚生労働省から示された指針が書か

れております。 

  一番下の図にあるのですけれども、現行がセン

ターが発注者と会員の間に入って契約を結ぶよう

な形ですが、厚生省が示した方針としては、会員

と発注者が直接契約を結ぶ、そういった形でもい

いよというふうなことになっております。ただ、

この場合ですと、発注者の方に消費税分の負担が

発生するというふうな形になって、後で述べます

が、受注を控えられる、そういった動きが出てく

るのではないかというふうに想像しております。 

  ６ページにあります現在の状況でございますが、

足立区といたしましては、広報等の配布に関して

は配布単価をアップをしております。 

  また、（１）のイにありますけれども、接遇等

の研修、技能研修、そういったものを実施して、

サービスの向上、それによって価格交渉して単価

アップの方に努めているというふうな形でござい

ます。 

  令和６年度につきましても、区からの発注単価

について、最大で２６０円増額するというふうな

形で、消費税分を穴埋めするわけではなく、サー

ビスの向上によって提供する、じゃないですね、

受注額の増を目指していくというふうなことで対

応をしているところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○長井まさのり委員長 続いて、過去の審査状況に

つきまして、区議会事務局長に説明を求めます。 

○区議会事務局長 今お話あったとおり、インボイ

ス制度のこと、あとシルバー人材センターのこと

など様々な課題があり、今後も議論していく必要

があるという意見が多く、継続審査となってござ

います。 

  以上でございます。 

○長井まさのり委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○西の原ゆま委員 私からまず初めに、あだち広報

やトキメキなどの配布業務の一部の配布は簡易担

架で８．４８円、広報１２ページのみの場合は８．

４８円と前回答弁がありました。 

  私たちは高齢者の方が一生懸命配っている姿を

いつも見ていますが、広報単価を１０円に上げる

よう求めてきました。 

  是非引上げをしてほしいと思いますが、シルバ

ー人材センターとの協議はどこまで進んでいます

か。 

○シルバー人材センター事務局長 現在、来年度、

配布単価の２桁を目指して広報課と協議を進めて

いるところでございます。 

○西の原ゆま委員 今協議を進めているということ

なのですが、是非この単価を１０円に引き上げる

ようにお願いしたいと思います。 

  この陳情説明資料の中に、これまでの議論は、

あだち広報やトキメキなどの配布業務を、二つ配

る場合、併配する場合も、その分の労働力が１部

よりも２部の方が掛かっていますので、併配の場

合も、あだち広報とトキメキの単価１プラス１で、

本来は２の賃金を受け取るべきなのですが、賃金

を上げてほしいと求めてきましたが、どうなりま

したか。 

○シルバー人材センター事務局長 この間、私ども

も民間の配布業者等の状況も調べておりましたが、
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主にサイズであるとか重量であるとか、配布期間

によって決まっているところがございます。 

  トキメキや、特に区議会だよりにおきましては、

あだち広報よりも若干軽いというところもありま

して、同等の単価というところでいうと、なかな

か交渉的には厳しいものがありますが、併せてそ

ちらについても引上げに向けて交渉を進めている

ところでございます。 

○西の原ゆま委員 軽いということで同等の単価は

難しいのではないかという話ありましたけれども、

やっぱりシルバー人材センターというのは、単に

労働力で売買しているわけではなくて、福祉的な

観点を見れば、やはり高齢者の方が一生懸命働い

ていますし、そして、夏の暑い中でも一生懸命配

っていますので、是非この賃金を上げてほしいと

思います。 

  次、この陳情書の理由に書いてあったのですが、

課税業者の仕入先に免税業者がいるとインボイス

がもらえません。インボイスがもらえないと、仕

入れに掛かった消費税分を控除せず納税しなけれ

ばいけないため、それを避けるために、免税業者

が取引から排除される、免税業者に対して消費税

分の値下げを迫られて倒産廃業に追い込まれると

書いてありました。 

  そもそもシルバー会員は、仕入れ先と、先ほど

の区の説明資料にもありますが、働いている高齢

者の方はそれぞれの労働力を提供しているのであ

って、仕入先として働いている意識はまずないの

ではないかなと思っていて、そこに消費税分が配

分金として会員のところに行っていたわけなので

すが、それが税務署に行くから消費税分の支払い

が会員のところに配分されなくなったよという説

明で納得されるのでしょうか。 

○シルバー人材センター事務局長 この間、我々も

会員の配分金の増額に努めてまいりまして、特に

近年では、他区は内税で大体最低賃金を若干上回

る程度の額がほとんどというふうに聞いています。 

  私どもにつきましては、税抜で最賃を上回るよ

うな価格で過去も現在も交渉を進めておりまして、

更にそれにプラスアルファの上乗せを求めるとい

うことで、各発注者側と協議を引き続き進めてま

いります。 

○西の原ゆま委員 税抜きで賃金を上げるようにと

ありましたが、そもそも会員は一つ一つの作業、

労働力を売っているので、そもそもその労働力に

消費税は掛かっていませんので、発注業者から労

働したその対価を報酬で得ているという認識だと

思いますので、是非ともこの賃金を上げていくこ

と、そして、消費税のマイナスになる分が、直に

シルバー人材の方がマイナスにならないようにし

ていただきたいと思います。 

  もう一つなんですけれども、この陳情者の理由

説明の中に、シルバー人材センターで働く会員は

実質的には労働者であり、賃金を得て労働してい

るにもかかわらず、法的には個人事業主の扱いと

なり、インボイス制度により消費税分の実質賃下

げが強行されようとあります。 

  会員たちが個人事業主として扱われて、会員へ

の消費税分の支払いがなくなったと、自覚もして

いない方も相当いると思います。 

  先ほど説明されているということなんですけれ

ども、今現在でも会員への消費税分が支払いがな

くなったということを自覚していないという方も

相当いると思いますが、そのことに関してはどう

ですか。 

○シルバー人材センター事務局長 インボイスの導

入に際しては、シルバーの全国組織、あるいは東

京都の連合体におきましても、当初対象としない

ようにということで様々な働き掛けを行ってまい

りましたが、にもかかわらず対象にされたという
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ところがあって、そこから様々な課題とかが生じ

ているというふうに認識しております。 

  インボイス導入前には、広報紙とか、あるいは

直接の説明を７回程度行ったというふうに聞いて

おりますし、今現在、その以前ほど、導入前ほど

の説明機会はなかなかありませんが、問合せがあ

れば、それについてはその都度丁寧に対応してい

るところでございますし、これからも続けてまい

りたいと思っています。 

○西の原ゆま委員 説明をちゃんと丁寧にしていた

だくことも大事だと思いますが、会員たちが給料

の減ることのないように、そして、猛暑が続いて、

炎天下の中で一生懸命配っている方、地域で拝見

しています。福祉の観点からも見ることがとても

大切で、このインボイス制度の導入に伴い、シル

バー人材センターの会員が不利益とならないよう、

給料の減額になることがないようにしていただき

たいと思います。 

  そして処遇改善、対策をしてほしいと思います

が、その点に関してはどうですか。 

○シルバー人材センター事務局長 この間、特に就

業環境におきましては産経部と相談させていただ

きまして、こちら★★といいますか★★が、これ

は帽子ですけれども、これとあと、着ると接触冷

感ということで涼しく感じるということと、あと、

汗などの湿気を含むとちょっとの風で涼しく感じ

るということで。空調服ほどではありませんが、

空調服の半額程度の価格が実際に掛かっておりま

す。空調服にしなかった理由というのは、やはり

取扱いの簡便さとか、そういうものを考慮しまし

てこちらにさせていただいていまして、これにつ

きましては、引き続き毎年対応させていただく方

向で区の方と協議を進めているところでございま

す。 

 こういったことで、就業環境につきましても、特

に近年熱中症のリスクが高くなっておりますので、

様々な機会を通じて、発注者側との協議を進めて

いるところでございます。 

○西の原ゆま委員 私も実際に広報を配っているシ

ルバー人材の方の会員にお話を聞いたのですけれ

ども、やはり消費税分がこれから実質賃下げにな

るようなことがないようにしてほしいよねという

話をその９０歳のおじいさんにしたら、シルバー

人材センターの方は本当によくやってくれている

と。自分も最低賃金割らないぐらいの時給１，０

００円以上もらっているよと、すごく助かってい

るという言葉を先に言っていただいたのですけれ

ども、実際この陳情を見ていくと、今は経過措置

なので、今後それが１期、２期、３期と消費税分

をどうしていくのかという話が具体的に進んでい

くときに、やはりシルバー人材の会員たちが不利

益とならないように、給料の減額になることがな

いように対策をしてほしいと思います。 

  以上です。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

○加地まさなお委員 おはようございます。 

  初めての産業環境委員会なので、もしかしたら

今まで話し合われている内容かもしれませんが、

それは御了承いただければと思います。 

  まず、私は個人的に消費税は廃止した方がいい

と思っていますし、インボイスは要らないと思っ

ています。 

  この陳情の趣旨なのですが、シルバー人材セン

ターの会員が消費税分を減額されないように区に

補助を求めている陳情ですね。実際に賃金を得て

働く労働者にもかかわらず、制度上は個人事業主

としてなっているということが問題になっている。

インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行で

きない会員は消費税分値引きされているから、結

果として実質的な賃下げを迫られている。 
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  これ、国が税収確保のために、労働現場の賃金

を減らして、その減額分を地方自治体が補助金で

補充する。つまり国が増税を決定、地方自治体が

補助金で埋める、地方の財政負担が増えるという

制度的なねじれが生まれているというふうに認識

しているのですが、区の見解を伺いたいと思いま

す。 

○シルバー人材センター事務局長 加地委員がおっ

しゃるとおり、確かにいろいろな部分で地方に負

担が回っているのかなという、あまりこういうと

ころで言ってはいけないのかもしれませんが。 

  ただ、これまでも先ほど、税抜きで賃金につい

ては、なるように考慮しているというところで言

いますと、大体１０月から軽減税率の変更が行わ

れるというところでいうと、翌４月にはその軽減

額を上回るような形で過去にもやっております。

都合半年間、実質的にはちょっと下がったような

状態が続くようなことになってしまうのですが、

４月以降につきましてはそれを上回るような配分

金の支払いをできるように、交渉を過去にも進め

ておりますし、現在も進めているというところで、

これについてはある程度対応できているのかなと

いうふうに考えております。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。そう

思います。 

  シルバー人材センターも、実は公平性と公正性

の観点が必要かなと思っています。 

  陳情の趣旨として公正性の観点から見ると、こ

の陳情の内容理解すごくできるのですね。 

  ですが、まずシルバー人材センターの設立の趣

旨をちょっと調べてみました。シルバー人材セン

ターは定年退職後などの高齢者が長年培ってきた

知識や経験を生かし、地域社会に貢献することを

通じて、自らの生きがいの充実や健康の維持増進

を図ることが目的とされているとありますが、合

っていますでしょうか。 

○シルバー人材センター事務局長 加地委員おっし

ゃるとおりでございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  これ先ほど西の原委員もおっしゃっていた福祉

の観点も十分にあると思うのですね。ただ、公平

性の観点からいくと、足立区内にも、その他でフ

リーランスの方、区内事業者で１，０００万円以

下の方というのがいらっしゃると思うのですが、

その認識合っていますでしょうか。 

○企業経営支援課長 加地委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○加地まさなお委員 となると、話し合われてから

の間、シルバー人材センターに対しての賃金も上

げられるというふうに、先ほどの資料を見ると思

っているのですが、合っていますでしょうか。 

○シルバー人材センター事務局長 インボイスで影

響は受けますので、それの影響を最小限にとどめ

るよう、請負という観点からいうと、途中からの

引上げはなかなか難しいというふうにされてしま

うところもあるのですけれども、できるだけ会員

への影響が少なく、なおかつ増額できるように、

これまでも、これから先もずっと交渉を続けてい

るところでございます。 

○加地まさなお委員 先ほどの産業経済部長の話だ

と、インボイスに対しての値段の補助ではないと

いうふうに感じているのですが、間違いでしょう

か。 

○産業経済部長 区からの補助をというふうな陳情

の趣旨ではありますけれども、区からその減額分

を補填するというふうなやり方はやっぱり筋じゃ

ないだろうと。やっぱりそのサービスの効用とか

技能の向上、レベルアップを目指して、お客様に

提供するものの質を上げて価格を上げていくとい

うのが筋ではないかということで、この間進めて
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きたところでございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。そう

いうふうに認識しています。 

  本当にこの陳情者の意見すごく分かります、本

当に大変で。先ほど冒頭に言いましたけれども、

国のせいで地方自治体が補助をしなきゃいけない

という、全く意味が分からないことになっている、

この制度をやめるべきなのですが、それは公正性

の観点から正しいと思いますが、公平性の観点か

ら、まず区内事業者にどれぐらい、このシルバー

人材センターの会員が受けているこの影響等、フ

リーランスの方も、１，０００万円以下の方とい

うのですかね、どれぐらいいるのかという調査と

かはされていますでしょうか。 

○シルバー人材センター事務局長 数量的な調査は

行っておりません。 

○加地まさなお委員 今後、そういった調査を行う

予定はありますでしょうか。 

○シルバー人材センター事務局長 我々は会員の影

響については調べることは可能だと思っておりま

すが、この間、納税額というところで、その分が

影響が出ているというふうには間接的には見える

のかなというふうに考えております。 

○産業経済部長 すみません、少し補足をさせてい

ただきます。 

  区として、フリーランスの方が区内にどれくら

いいるかとか、そういったことを昔は調べられな

いかというのを調査したことあるのですけれども、

実質的にやっぱりそこら辺の数字を把握するのは

難しいというふうな結論に至っているところです。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  すごくそこ大事な問題で、シルバー人材の方の、

高齢者の方の生きがいにもなりますし、福祉の観

点、今までの物価施策考えれば賃金は上がってい

かなきゃいけない。なので、先ほど区の方では、

労働に対してちゃんと見合った金額を上げていっ

ている。それは正しいと思います。今回のインボ

イスに対しての対応じゃないというふうに認識し

ています。 

  だとすれば、その他の区内事業者にも同じよう

に、区は賃金の相談が来たら、陳情が上がったら

何か対応していかなきゃいけないようになってし

まう可能性もあるのですよ。 

  今はちゃんと消費税じゃない、インボイスに対

応していないと言っていますが、内容的にはそう

いうふうに捉えられてしまう可能性があります。

そこの線引き、公正性と公平性の観点で、線引き

非常に大切なのですが、今後この公平性の観点で

いうと、私は陳情の内容は、インボイスに対応し

ての賃上げというのは公平性が損なわれると感じ

ていますが、区の見解を伺いたいと思います。 

○産業経済部長 インボイスに対応して賃上げをす

るわけじゃなくて、あくまでサービスの質を上げ

て、それで提供する価格というのを上げていくと

いうふうな形になっているので、そことはちょっ

と切離して私は考えているところです。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。今の

で確認できました。 

  私は、冒頭も言いましたけれども、インボイス

必要ないと思っていますし、消費税も要らないと

思っていますが、これはもう国がやってしまった

ので、区が、地方自治体がそれを補わなきゃいけ

ないという、全く意味の分からないことを、再三

言わせていただきますが、なので、この陳情の内

容、今のでどういった内容で賃上げができている

のかというのも分かりましたし、また、それがイ

ンボイスに対して包括的な支援だというふうにも

し区がなってしまいましたら、先ほど私が言わせ

ていただいたように、他のフリーランス、区内事

業者のインボイスの適格事業が発行できない方に
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対しても支援をしなきゃいけないというふうにな

りますが、最後、認識が合っているかだけ。 

○産業経済部長 私、産業経済部長という立場から、

やはりその労働ですとか、サービスとか、品物の

提供に関しては、それに見合った金額というもの

で取引がされるべきだというふうに思っておりま

す。あからさまな残金が行われていたりですとか、

価格統制的なことが行われて値段がつり上げられ

たりというのは間違っていることだと思います。 

  ですので、消費税分を補填するとか、そういっ

たことではなくて、やっぱりサービスの本質です

ね。それに対して的確な価格で取引がなされるべ

きだと思いますし、そのためにもシルバー人材セ

ンターの方々の技能をアップさせて、お客様に満

足いただけるような形で取引というか受注ができ

るようにというふうなことで努めておりますし、

シルバーの方でも努めているところでございます。 

○加地まさなお委員 最後になりますが、シルバー

人材センター、これから高齢者の方増えますので、

非常に重要な、区としても人材確保、皆さんの生

きがいになると思っています。 

  他の区の賃上げ等を含めても、十分に区の方は

対応されているのではないかなというふうに思っ

ています。暑さ対策もすごい非常にいいものを配

られていて、消防団でも欲しいなと思うぐらいす

ばらしい対応されているなというふうに思います。 

  今回は一番最初なので、まず今冒頭の趣旨を伺

って、区の見解も分かりましたので、参考にさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いいたします。 

○工藤てつや委員 これまでの足立区の対応ですと

か支援策については、様々な角度から工夫を凝ら

して、寄り添って、御努力をされているのではな

いかというふうに私どもとしては評価をさせてい

ただいておりますし。また、シルバーだけをやっ

ぱり補填するというのは公平性に欠けるものだと

いうふうに思っております。 

  ただ、今回、年度替わっての初回の委員会とい

うこともありますので、もう少し全体的な視点で

議論を深めていければと思っていますので、今回

は継続ということでお願いしたいと思います。 

○たがた直昭委員 まだまだそれぞれ課題があると

思いますので、もう少し注視したいと思いますの

で、継続でお願いします。 

○西の原ゆま委員 今の議論を聞いていて、やはり

福祉的な観点が抜けていると思います。福祉的な

観点から見ること、そして、シルバー人材センタ

ーの会員がこれからも不利益なく生きがいを持っ

て地域に貢献できるようにしていくことには、こ

の陳情の言うように対策が、実施が必要ですので、

採択でお願いします。 

○加地まさなお委員 今、冒頭、一番初めだったの

でいろいろと確認等をさせていただいて、内容は

評価させていただいていますが、まだこれから聞

きたいこともたくさんありますし、ただ単純にこ

の趣旨は公正性の観点から分かっていますので、

しっかりと人材センターの会員の皆様が生きがい

を感じられるような代替案を今回は提案できてい

ませんので、次回に提案したいと思いますので、

継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 これまでの区の進め方ですとか、

シルバー人材センターのみの消費税分の補填を行

うということを行わないという方針ですとか、賛

成するものであります。現状、やはりスキルアッ

プ、サービス向上につながるようなことを実施を

していただいて、価格を上げていくというのはと

ても重要な取組だと考えています。 
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  実際、まだこれから広報の単価アップを目指し

て検討されていたりという部分もあるとお聞きい

たしましたので、継続でお願いをいたします。 

○長井まさのり委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長井まさのり委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（２）５受理番号４６ 消費者被害を防

止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を

求める意見書を政府等に提出することを求めるこ

とに関する陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  まず、執行機関に説明を求めます。 

○産業経済部長 それでは、陳情説明資料７ページ

になります。お開きください。 

  件名、記載のとおりです。 

  要旨でございますが、特定商取引法における訪

問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引、

これに関して抜本的改正を行うように意見書提出

を求めるというものになります。 

  陳情の方に書かれております、これら取引に関

する消費生活相談の状況というのを２番に記載し

ております。 

  まず、（１）は相談の総件数です。相談総件数

につきましては５，５００件前後で、ほぼ横ばい

という状況が続いております。なお、国の方の数

字なんですが、８月にならないと公表されないと

いうことで、国の方の数字の方に関しては、まだ

ここの方には記載はできておりません。 

  続きまして、（２）のアからになりますが、訪

問販売、電話勧誘販売につきましては、毎年１０

０件ずつ増加しているような状況になっておりま

す。 

  ８ページをお開きください。 

  ８ページは通信販売でございます。こちらにつ

きましては、逆に１００件から２００件程度減少

傾向にあるというふうな形になっております。 

  ウのマルチ取引に関しては、もともと件数が少

なかったというふうなこともありますが、昨年度

は１５件ということで、ほぼほぼないような、そ

んな状況になっております。 

  ３番のところに消費者トラブルの事例というふ

うなところで書かれております。 

  （１）のアにありますが、分電盤の点検ですね、

こういったものが昨年度は非常に多く寄せられた

ところでございます。 

  また、（２）に通信販売でありますけれども、

毎回のようなことで、毎回じゃないですね、頻繁

に行われる相談でございますけれども、化粧品が

実は１回限りだと思っていたら定期購入になって

いたのでやめたいとか、そういった御相談が寄せ

られています。 

  ９ページの方の４番のところに消費者センター

における相談対応の内容が書かれております。ま

ず、寄せられた相談に対して真摯に対応いたしま

して、助言ですとか事業所のあっせんに努めてお

ります。 

  また、消費者被害の多い事例に関して、啓発で

すね、例えば町会の掲示板などに「だまされない

で通信」などを載せまして注意喚起を行う、こう

いった対応を行っているところでございます。 

  雑駁ですが、私からは以上でございます。 

○長井まさのり委員長 続いて、過去の審査状況に

つきまして区議会事務局長に説明を求めます。 

○区議会事務局長 消費者被害を防いでいく中で生

じる問題や課題について今後も議論していく必要

があるという御意見が多く、継続審査となってご

ざいます。 
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○長井まさのり委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○西の原ゆま委員 陳情者の方の理由に、令和４年

度消費者白書によると、認知症等高齢者において

訪問販売、電話勧誘販売相談が４８．６％と圧倒

的多数を占めていますとあります。判断能力の衰

えた高齢者が悪質商法のターゲットにされること

がうかがえるとありました。 

  区の陳情説明の、先ほども説明ありました消費

生活相談が５，５２９件、年間５，０００件以上

というのは本当にすごい数だと認識しています。

訪問販売や電話勧誘が８６９件に対して、通信販

売は１，８３０件という２倍以上の件数になって

います。 

  通信販売に関する対策をここで書かれています

が、より分かりやすく教えてもらえますか。 

○産業経済部長 通信販売に対する対策というふう

なお話でございますけれども、よくテレビのショ

ッピングか何かで、画面の小さい角の方に定期購

入ですとか、そういった条件が書かれているとい

うふうなところがあります。インターネットにお

ける販売なんかもそうです。 

  消費者センターの方では、そういったものに関

して、しっかり読みましょうというのもあるので

すけれども、あとは証拠として画像を保存してお

くことというふうな、ビデオで録画したりですと

か、あとネットの関係でしたらスクリーンショッ

トで残しておくとか、そういったことをしておく

ようにというふうなところでアドバイスなどはし

ているところでございます。 

○西の原ゆま委員 やはりネットの端っこに広告が

あると、証拠としてしっかり画像とかそういうの

を保存してくことが大事とあるのですけれども。 

  この陳情者によると、通信販売の急増している

トラブルは、ウェブサイトを閲覧して申込みをす

るやり方ではなくて、ＳＮＳを通じて事業者から

メッセージが送られてきたり、ＳＮＳ上の広告を

見て、インターネットを通じて事業者やその関係

者から勧誘されて、申込みに誘導される例が多く

ありますと。ＳＮＳを使って悪質なやり取りにつ

いて区内のトラブル事例も、ここにもありました

化粧品の定期購読になっていたと、返品しようと

したけれども４回受け取らないとやめられないと

言われたというふうに、人をだまして定期購読を

続けさせる悪質さがすごく露呈しているなと思っ

ています。 

  ＳＮＳ上でのトラブルが多いことからも、この

陳情の理由には、迅速、適切に解約、返品に対応

する体制を整えさせることが必要ですとあります

が、この部分で対策など足立区として行っている

ことはありますか。 

○産業経済部長 解約、返品の対応というふうなと

ころで、結局この方が求めているのは、それには

やっぱり法改正が必要だというふうなところで、

意見書出してくださいというふうなところが言わ

れているところだと思います。 

  区として法で定められているものがないところ

において、なかなか対策というのは立てづらいの

かなというふうに思います。 

○西の原ゆま委員 そして、区として難しいという

ことだったのですけれども、更にインターネット

やＳＮＳ上の詐欺的な広告や勧誘を見て、通信販

売業者の名前、名称、住所などが十分に記載され

ていないことから、訴状における当事者の特定が

できない、被害回復を図れないケースも多くある

ということなんですね。だまされたと思って行動

しようとしても、当事者の特定ができないので、

俎上にも上げることができない。ＳＮＳ業者やプ

ラットフォーマー等に対して、通信販売業者及び

勧誘者を特定するための情報開示を請求すべきと
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あるのですね。なので、その法改正をすべきとい

うことも本当に大事なことですし、被害に遭って

何か行動したいと思ったときに、だました側の当

事者を特定できないのが今の状況になっています。 

  この通信販売についても注視して、足立区も対

策を強化していくことが求められていると感じま

すが、どうですか。 

○産業経済部長 繰り返しになりますけれども、法

律に明確にそういった事業者名を公にするような

ことが権限として与えられていなければ、我々は

手を打つことはできません。 

  ですので、今現在何ができるかといえば、やっ

ぱりこういうことに引っかからないようにしまし

ょうねというふうな啓発をするしか今はできない

というのが現状、だから意見書を出してください

というふうなことをこの陳情者は言われているの

だというふうには思います。 

○西の原ゆま委員 すごく似ている事例を１個出さ

せていただきたいのですけれども、かなり前にブ

ラック企業があったときに、ブラック企業を公表

してほしいと、それを求め続けて国会で言って、

それが厚労省でブラック企業を公表するというふ

うに至ったので、これは法律が明確にならないと

何もできないということなのですけれども、同時

に、私たちもやはりこういった危機意識を持ちな

がら、被害に遭った方が救済できるような、そう

いう法改正というか法律にしてくことも大事だと

思うのですけれども、足立区としてもできること

はあると思います。 

  以上です。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

○佐藤あい委員 お伺いをしたいのが、まずこの被

害に遭っている方の年代、ボリュームゾーンとか

というのが分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

○産業経済部長 具体的に種類別に被害を分けたり

というふうなことはちょっとしていないのですけ

れども、消費生活相談全体でどれくらいの年代の

方が相談が多いのかという点で言えば、７０歳代

以上の方が２６．５％で、４分の１ぐらい御相談

の方は占めています。それから、６０歳の方が１

６％、５０歳代の方が１７％ということで、５０

代以上でも半分以上というのが昨年度の相談者の

内訳というふうな形になっております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  そうすると、若年層というよりは、比較的シニ

アとか上の年代の方が相談件数としては多いとい

う認識でよろしいのでしょうか。 

○産業経済部長 やはり高齢者の方が、令和５年度

に関しましても、７０代以上が２４％、６０歳が

１３．５％、５０代が１９．４％ということで、

やはり比較的高齢の方が御相談多いというふうな

傾向は読み取れます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  私の周りでは、例えば若い世代、お子さんがＳ

ＮＳ等を通じての、勝手に購入をしてしまってい

たとか、そういったお話もあったので。でもそれ

の相談をしているのは親御さんの世代だったりす

るので、実際の相談の年代というのがどっちにな

っているかというのが分からない部分も、どこに

当てはまっているのかなという部分はあるのです

けれども。実際お話を聞いている中では、やはり

まずシニア世代に対しての注意喚起のアプローチ

という点と、若年層に関してもアプローチが必要

かなと考えているのですが、その点はいかがでし

ょうか。 

○産業経済部長 佐藤委員おっしゃるとおりでござ

います。御高齢の方に関しましては、やはりイン

ターネットを介した周知というよりは町会の掲示

板を通じた周知というのが大事だと思っています。
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ですので、皆さん御覧になっているかもしれませ

んが、緑色の「だまされないで通信」というのを

毎月出しております。それで、トレンドといった

らなんですけれども、結構こういった最近はやっ

ている消費トラブルに関して、速やかにそういっ

た情報を掲示するようにしています。 

  また、若い方々に対しましては、インターネッ

トを介したものもそうですが、成人年齢引下げに

伴いまして、１８歳になる年代の直前の３月に、

消費者センターの方から消費者トラブルに関する

情報についてのページを紹介するダイレクトメー

ルを出したりとか、あと、区内の大学の方に消費

者トラブルに関する冊子を配布したりして周知の

方に努めているところでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  やはり年代に合わせた周知のアプローチ方法と

いうのが、的確なものを行っていただいていると

いうところで、その点安心をいたしました。 

  ただ、やはりまだまだ届いていない部分もある

かなというのと、区内の事業者からの活動で伺っ

たもので、是非これも広まるといいのかなと思っ

た事例がありましたので御紹介をしたいなと思う

のですが、区内でリフォーム等をされている建築

会社の方が、やはりこの区内でリフォーム詐欺で

すとか、「壊れているよ。」と言って屋根の上登

って、壊して、写真を撮ってというような事例が

実際あるという中で、その区内のリフォーム業者、

きちんと活動されている業者だと思っているので

すが、こういった訪問があったときには、まず、

その場ですぐに対応をせずに、一旦ここの方に相

談を、窓口こちらですみたいな形で電話をしてく

ださいという形で名刺をお渡しをしてたりすると

いう、本当に顔が見える存在である業者がそのよ

うな活動もされているという中で、やはりすぐに

「大変。」と言って受けてしまうというのがまず

被害につながっていくのかなと思うので、一旦家

族に相談もそうですし、そういった別の業者だっ

たりとか、信頼できる方を通してもらうとかとい

うワンクッション置いてもらうみたいなことも広

めていただくといいのかなと思ったのですが、い

かがでしょうか。 

○産業経済部長 佐藤委員おっしゃるとおりだと思

います。「だまされないで通信」の方にも、そう

いうふうに訪問販売で屋根のリフォームしません

かとか、分電盤取り替えませんかというふうに来

たときには、話を聞かないというのがまず大事な

のですが、もし話を聞くことになったとしても、

すぐその場では契約しないでください。それから

別の事業者の人にもお話聞いて、見積り別に取っ

てくださいというふうなことを「だまされない通

信」に載せたりとかというふうにしています。 

  やっぱりそういったことが起きないように、周

知の方を、我々の方もしつこく続けることが大事

なのだというふうに思っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  また、認知症だったり、認知症と診断はされて

いなくてもちょっとグレーというような場合に、

契約をしてしまっているというケースの御相談も

あるかと思うのですけれども、御家族の方がもう

契約してしまって諦めてしまうというよりは、実

際、認知能力に問題があるのであれば契約成立し

ないというか解除できるはずですので、そういっ

たところも御家族の年代にも知っていただくとい

うことが必要かなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○産業経済部長 そのようなことに関しても周知の

方、努めていきたいと思います。御家族の方でも

構わないので相談に来るようにというふうなこと

で伝えていきたいと思います。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 
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  是非、今後この周知という中で、被害に遭わな

いようにというところを強力に進めていただける

とありがたいなと思っております。 

  また、子ども世代という中では、お子さんの方

に戻ってしまって申し訳ないのですけれども、学

校に対しても教育、セーフティ教室のようなとこ

ろで触れられているケースもあるかとは思うので

すけれども、そちらに関しても、子どもが親のス

マホで勝手に買っちゃう問題というのも起きてい

て、勝手に契約してしまうとか、そうすると、年

齢的には親の年齢で買えているので、スムーズに

購入ができてしまって、クレジットカード情報も

保存はされていて、そういったことも、結構高額

な１０万円、２０万円という金額を契約している

ケース、お子さんがあるというお話も何件も聞い

ていますので、そういった部分に関しても、親御

さんに対しての周知、あとはお子さんに対しても

周知が必要かなと思いますけれども、今後の取組

についてまた聞かせていただければと思います。 

○産業経済部長 課金の問題に関しましても、かつ

て、やっぱり消費者センターだよりとかで取上げ

たことがあります。 

  もっと広くというところで、例えば★★通じて

ですとか、そういったこともできないかどうかと

いうのは教育委員会の方に少し相談をしてみたい

と思います。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  夏休み前ですので、是非そういった子どもたち

へのアプローチというのが重要なタイミングだと

思いますので、御検討お願いいたします。 

  以上です。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いいたします。 

○工藤てつや委員 こちらも昨年度から引き続いて

の陳情になろうかと思いますけれども、昨今のト

ラブルの増加、それから犯罪なども様々形を変え

て多様化している状況の中で、やはり法律が追い

ついていないという状況については、私どもとし

ても認識をさせていただいているところでありま

す。 

  これらを踏まえた上で、これからもこの委員会

の中で議論を深めていければと思いますので、私

どもとしては継続ということでお願いしたいと思

います。 

○たがた直昭委員 やはり消費者被害、トラブルを

いかに防ぐかという、やはりそこが肝だと思うの

ですけれども、やはり法的な、抜本的改正もある

のですけれども、やはり今、区がやるべきこと、

できること、また、消費者センターがやらなくち

ゃいけないべきこと、様々持ち場があるかと思い

ますけれども、もう少し議論が必要かなというこ

とで、継続でお願いします。 

○西の原ゆま委員 消費者被害の防止、救済してい

くことは、これだけ被害者を生み出しているため

にも取り組むことはとても大事であります。 

  そのためにも、足立区から政府等に対し、意見

書を出すことは意義がありますので、採択でお願

いします。 

○加地まさなお委員 皆さんの質問を聞かせていた

だいて、この意見書を政府に出すのは、法律を変

えなきゃいけないという点では必要だなというふ

うに感じましたが、今、他の委員の話を聞かせて

いただいて、ボリュームゾーン、年齢等、あと区

の周知啓発の仕方も分かりましたので、またもう

少し議論を深めさせていただいて、適切な対応を

考えたいというふうに思っていますので、次回は

質問させていただきたいと思っていますので、継

続でお願いいたします。 
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○佐藤あい委員 意見書提出ということに対しては、

まだちょっと議論を深めていきたいなと考えてお

りますので、継続でお願いいたします。 

○長井まさのり委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長井まさのり委員長 挙手多数でございます。よ

って、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（３）６受理番号９ ２０３０年のＣＯ

２削減目標を６０％以上と設定することを求める

陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査でございます。 

  また、報告事項（１１）、また（１３）（１４）

（１５）（１６）が本陳情と関連しておりますの

で、併せて説明をお願いいたします。 

  また、更に所管事務の調査（１）二酸化炭素排

出実質ゼロに関する調査についても、本陳情と関

連しておりますので、併せて説明をお願いいたし

ます。 

○環境部長 よろしくお願いいたします。 

  まず、環境部の陳情説明資料を御覧ください。 

  ６受理番号９ ２０３０年のＣＯ２削減目標を

６０％以上と設定することを求める陳情でござい

ます。 

  陳情の趣旨は、件名同様、２０１３年度比６０％

以上と設定することを求めるものでございます。 

  内容経過でございます。 

  項番１に現在の目標書いてございます。２０１

３年度比４６％以上削減、更に５０％の高みを目

指すということになっております。 

  この度、国や都の削減目標、中間年の目標が出

ましたので、そちらの御報告いたします。 

  （４）のアに記載してございますのが国の目標

でございます。２０３５年度目標で２０１３年度

比６０％削減、２０４０年度目標で７３％削減と

いう目標が出ました。 

  また、イの方で東京都の削減目標が出ました。

２０３５年目標、２０００年比になりますが６

０％以上削減というものでございます。 

  これらを受けまして、（５）番、足立区といた

しましては、第４次足立区環境基本計画策定を今

年度と来年度に掛けて行いますので、その中で審

議をしていきたいと考えてございます。 

  ３ページを御覧ください。 

  項番２です。日本の１．５°Ｃベンチマークに

ついてでございます。 

  こちら国際研究機関のＮＧＯの方が２０２１年

３月に発表した分析結果でございまして、パリ協

定の１．５°Ｃ目標と整合させるためには、国内

の温室効果ガス排出を２０３０年度までに、２０

１３年度比で６０％以上削減する必要があるとい

う研究結果でございます。 

  ４ページを御覧ください。 

  こちら各区の目標を一覧を記載してございます。 

  陳情資料につきましては以上となります。 

  それでは併せまして、報告資料の方、御確認い

ただきたいと思います。環境部の報告資料を御覧

ください。 

  まず２ページから行きます。 

  環境基本計画の策定に係る環境審議会の審議開

始についてでございます。 

  令和７年度第１回の環境審議会を開催いたしま

して、足立区の環境基本計画の策定について審議

を始めたところでございます。令和７年の５月２

６日に第１回目を開催いたしました。 

  この中では、項番（３）に書いてございますが、

上位計画の理念でありますウエルビーイングの推

進の環境の視点から実現していきたいということ。 

  また、イに記してあります子ども・若者の意見
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の集約ということで、様々な意見を集約して反映

していきたいということ。 

  それから、ウの方ですけれども、現行の計画か

ら様々な課題が見えてまいりました。例えば施策

の効果が区民の意識に十分結びついていないです

とか、特に若い世代への環境の意識が低いという

ような傾向が見られるということでございます。 

  ３ページのエのところでございます。 

 この審議会では専門部会を設けたいと考えてござ

います。 

  まず、（ア）でＣＯ２削減目標・方策検討専門部

会ということで、先ほどの陳情にもございました

とおり、目標値について検討していきたいと考え

ております。 

  （イ）では、意識啓発行動変容専門部会という

ことで、特に若者の意識啓発や行動変容、こちら

を促す仕組みを検討していきたいというふうに考

えてございます。 

  ４ページにスケジュールの方を記載してござい

ます。 

  今後、審議の方を進めてまいりまして、来年の

９月にはまとめて答申の方をしていきたいという

ふうに考えてございます。 

  その後、区の方でパブリックコメントを開催し、

来年度の年度末、令和９年の２月から３月に掛け

て完成を目指して頑張っていきたいと思っており

ます。 

  ５ページ以降につきましては、その審議会等の

資料等付けてございますので、後ほど御覧いただ

ければと思います。 

  それでは、恐れ入りますが１８ページまでペー

ジをめくっていただきたいと思います。 

  １８ページです。 

  令和６年度廃食油回収の実施結果及び令和7年

度の方針についてでございます。 

  昨年、令和６年６月から実施している廃食油の

回収の結果でございます。各月、安定した持込み

の方をさせていただいておるところでございます。

特にイベントやチラシ、広報活動をしたときに量

が増えているような傾向が見受けられます。 

  １９ページに現状と課題を記載しております。 

  広報での効果がかなりありますので、周知につ

いては途切れなく周知をしていきたいということ、

また、今年の５月からは回収窓口が２か所だった

ものを５か所に拡充させていただきました。更に

今月の２２日からは、庁舎でもごみ減量化推進窓

口のところで受け付けたいというふうに考えてご

ざいます。また、持込みの年齢層が六、七十台に

多いというところもございますが、特に若い方向

けへのインセンティブのようなものを少し考えた

いと思っております。 

  廃食油につきましては、持続可能な航空燃料に

変わっておりますので、そちらの方、飛行機をイ

メージしたもので子どもの関心を高めて、お孫さ

んですとかお子様向けに少し関心を持っていただ

いて、回収に努めていければと考えてございます。 

  続きまして、２０ページです。 

  家庭ごみ排出量及び資源化量、資源化率につい

てでございます。 

  令和６年度につきましては、家庭ごみの量は減

少し、資源回収量につきましては、プラスチック

の分別回収、モデル事業がありましたので増加し

ているところでございます。 

  項番１には家庭ごみの件でございますが、１人

１日当たりの排出量が４８２．３ｔということで、

目標値には若干及んでおりませんけれども、減少

は続いているということで、下のグラフの１を見

ても分かるとおり、燃やすごみの方は分別されて

減量されているというところでございます。 

  ２１ページに資源化量になってございます。 
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  まず、（１）が行政回収ですけれども、こちら

下段のプラスチックにつきまして、新たに約１，

１５０ｔ回収ができましたので、その分が増とな

ってございます。 

  （２）の燃やさないごみ、それから（３）の粗

大ごみの資源化につきましては、ほぼ横ばいのよ

うな状況でございます。 

  ２２ページをお願いいたします。 

  （４）が集団回収でございます。こちらにつき

ましては、残念ながら、町会・自治会の御協力を

いただいておりますけども、年々減少しているよ

うなところでございます。 

  項番３が資源化率でございますけれども、令和

６年は１９．８３％ということで、目標には僅か

に及びませんけれども、令和５年度に比べると増

えているような状況でございます。 

  更に、２３ページ、項番４で示していますけれ

ども、来年度からプラスチックの分別回収、全区

で実施を行いますので、そうすると、推計値です

けども２４．２％の資源化率になるのではないか

と推計させていただいております。 

  続きまして、２４ページになります。 

  そちらの、今お話にありましたプラスチック分

別回収モデル事業の実施状況でございます。昨年

度初めて行いましたが、トータルで約１，１５０

ｔの回収を行いまして、資源化率は９０．３％と

いうことでございます。どうしても分別できてな

いものがまざっていたり汚れがひどいものがあっ

たりするので、１割ぐらいは資源化できていない

ものがございます。 

  ２５ページに課題や対策を記載してございます

けれども、プラスチックどうしてもかさばってし

まうということで、容量を減らす対策ですとか、

あとは軽いものですので、どうしてもビル風で飛

散してしまうという課題。また、燃やすごみが週

３日から２日に減ったことにより、家庭での生ご

みや紙おむつのにおいがちょっとひどいというよ

うなところの対策が課題と出ましたので、記載の

ような対策を丁寧に御説明して御理解をいただき

ながら進めていきたいと考えてございます。 

  続きまして、２６ページお願いいたします。 

  プラスチック分別回収に係る世論調査（小規模

調査）の結果でございます。 

  令和６年９月と１０月に掛けて行いました。モ

デル地域内から一般抽出者１，０００人、それか

ら区内全体から区政モニター２００人に対象とし

て行いまして、６０％の回収率でございました。 

  見えてきた結果でございますが、２７ページの

項番２にポイントだけ書かせていただいておりま

す。実はモデル事業を開始する前の令和５年度も

行っているのですけれども、それに比べて大分伸

びておりまして、分別回収の認知度は９６％、ま

た、分別できると思う程度につきましても、ほぼ

分別できる、ある程度分別できる、合わせて約９

割の方が分別できるような状況です。 

  ただ、デメリットについても意見がございまし

て、先ほどお話にもありましたが、保管スペース

が必要ですとか、分けたり洗ったりする手間が出

てくるという方が、約半数近くの方が御意見があ

ったというところでございます。 

  ２８ページにそれぞれの課題ですとか取組につ

いて少し細かいものを書かせていただきましたの

で、後ほど御覧いただければと思います。 

  報告事項は以上となります。 

  恐れ入ります。続きまして、環境部の調査事項、

所管事務の調査の件の資料を御確認いただきたい

と思います。 

  件名が二酸化炭素排出実質ゼロに関する調査で

ございます。 

  こちらオール東京でデータがまとまったのが２
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０２２年度ということで、最終のデータとなって

ございます。 

  ４月の前回の閉会中の委員会でも、この３ペー

ジ以降のデータは同じものを示させていただいて

おりますけれども、今回２ページに３点ほど抽出

させていただきました。 

  足立区の排出割合が４割を超える最も高い家庭

部門は、区民１人当たりの排出量が４．８％減少

いたしました。これはどうしてかと言いますと、

新型コロナウイルス蔓延防止等重点措置が２０２

２年３月に終了したことにより、経済活動が再開

したということで、在宅勤務の減少等が影響だと

考えております。引き続き、対策といたしまして

は、脱炭素の取組や補助金の情報発信をするとと

もに、生ごみ処理機の活用等を促していきたいと

思っております。 

  ２点目ですけれども、産業部門につきましては

４．４％増加しているという点です。こちらにつ

きましては、先ほどの理由と逆でございますけれ

ども、経済活動再開によりまして、かなり製造量

は、出荷量が増えたということが原因だと考えて

おります。こちらにつきましては、関連団体に情

報共有しながら、今区の方でも省エネ機器の導入

費、また、省エネ診断費補助を始めましたので、

そちらの方を周知していきたいと考えております。 

  ３点目ですけれども、自動車部門の排出量が２

３区中最大というものがございます。こちらにつ

きましては、どうしても物理的に区内道路面積が

広く、幹線道路や高速道路が多いということもご

ざいまして、足立区は排出量が多く推計されてご

ざいます。 

  ただ、区としてできることといたしましては、

本庁舎内への急速充電器の設置などを合わせなが

らＣＯ２削減の啓発をしていきたいと考えてござ

います。 

  ３ページ以降は、閉会中の委員会と同じような

資料が６ページまで続いてございます。 

  ７ページ、項番３でございますけれども、こち

らについてはＣＯ２削減に向けた補助金等の実施

結果を記載してございます。後ほどこちらも御覧

いただければと思います。 

  私からは以上でございます。 

○長井まさのり委員長 続いて、過去の審査状況に

つきまして、区議会事務局長に説明を求めます。 

○事務局長 ＣＯ２削減に関しては様々な課題があ

り、今後も議論していく必要があるという意見が

多いため、継続審査となってございます。 

  以上です。 

○長井まさのり委員長 それでは何か質疑はござい

ますか。 

○工藤てつや委員 私の方からは、２４ページのプ

ラスチック分別回収モデル事業の実施状況につい

て幾つか伺いたいと思います。 

  まず、項番の１番目のプラスチック回収量ＣＯ

２削減量についてということで数値の記載がござ

いますけれども、次のページのアンケートの結果

なんかも出ていますけれども、１年間このモデル

事業をまず実施して、区としてはどのような評価

をされているのか、この点についてまず聞きたい

と思います。いかがでしょうか。 

○足立清掃事務所長 回収したプラスチックのうち

９０％を資源化することができまして、住民の

方々に粘り強く御協力を求めて、大変御協力をい

ただいて、大きくＣＯ２の削減に寄与することが

できたというふうに考えております。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。 

  それでここに回収量、資源化量、資源化率、そ

れからＣＯ２削減量についての数値が出ておりま

すけれども、これらの数字はおおむね想定内の数

値が出たのかどうか。それから、ＣＯ２の削減量に
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ついては、そもそも目標値というものは掲げられ

てこの事業を進めてきたのか、この点について伺

いたいと思います。 

○足立清掃事務所長 申し訳ありません。目標値と

実績値の乖離については、手元に数字がございま

せんので後ほど御報告させていただきます。 

○環境政策課長 プラスチック分別回収の開始など

に当たりまして目標値を設定してございまして、

ほぼほぼ順調な実績という形になってございます。 

  それが、恐れ入ります、調査事項説明書の８ペ

ージの（３）のプラスチックの回収量のところ、

分別回収量と削減量と、１５．６％に対して１４．

１％というような状況でございます。 

○工藤てつや委員 おおむね順調ということで、あ

りがとうございます。 

  それから、項番の２５ページの２番目のところ

ですよね、見えてきた課題についてということで

こちらに記載がありますけれども、これらを踏ま

えた上でどうやって全区展開に生かしていこうと

考えているのか、これについて伺いたいと思いま

す。 

○足立清掃事務所長 モデル実施の中で見えてきた

課題につきましては、今年度プラスチックの分別

回収に関わる川より北側の全戸に配布するチラシ

を２回ほど全戸配布を考えております。また、ご

みの出し方についての冊子についても更新して全

戸に配布する予定でございます。 

  そういった紙の媒体ですとかデジタルの媒体な

どを合わせまして、今回のモデル実施で見えてき

た課題というのを全区民の方に共有して、更なる

プラスチックの回収を進めたいと考えてございま

す。 

○工藤てつや委員 区民の皆様への周知もこれから

もしっかりと計画的に進めていただきたいと思う

のですが、来年の４月からということですから、

現状についてはどのような形で今周知をされて徹

底をしているのか、この点について伺いたいと思

います。 

○足立清掃事務所長 現在、紙媒体、デジタル媒体

以外で行っているものとしましては、各町会・自

治会単位に説明会を実施しております。具体的に

は、今年度に入りまして６回程度３５０人くらい

の方に受講していただいておりまして、実は明日

も説明会の御依頼を承っておりまして、説明させ

ていただく予定です。 

  まず現状はアナログの説明会なんですが、今後、

紙媒体、デジタル媒体を使って更なる加速をして

いきたいと考えてまいります。 

○工藤てつや委員 分かりました。 

  それと事業者の追加プロポーザルを現在実施し

ているというふうに思いますが、このスケジュー

ルについては今どういった状況なのか。 

  それから、前年度の委員会の中でも私の方から

伺った経緯がありましたけれども、この２事業者

これから決めると思うのですが、もしこれ決まら

なかった場合どうなるのですかと、来年度の本格

運用に影響出ないですかというところで伺った経

緯がありますけれども、この点も含めて区の見解

を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○足立清掃事務所長 まず現在のスケジュールにつ

きましては、事業者のまず最初の募集を終えまし

て、応募事業者の財務諸表等のチェックを終えて

いるところでございます。７月の半ばに第２回の

選定委員会をいたしまして、応募してきた会社の

中から実際に提案書を提出していただく事業者を

決めるスケジュール感でございます。８月の上旬

に第３回の選定委員会で最終的に提案者を特定す

る予定でございます。 

  もう一つ工藤委員から御質問のありました、も

し決まらなかったらというところなのですが、現
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状の見込みを考えますと、応募状況等鑑みまして、

受託してくれる事業者を今回の選定委員会の方で

決めることができるというふうに考えてございま

す。 

○工藤てつや委員 ちょっと加えて伺いたいと思い

ますが、前回のプロポーザルのときに、書類の不

備で残念ながら落とされたというような状況があ

ったかと思うのですが、この考え方もどうなのか

なというところもあったと思うのですけれども、

この点について区として何か対応されたことはあ

りますか、今後のことも含めて伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○足立清掃事務所長 時間を掛けて公費を使ってプ

ロポーザル選定委員会を開催したのにもかかわら

ず、予定の会社を選定できなかったということは、

区民にとっても大変大きな損害を与えてしまった

というふうに考えております。その反省を踏まえ

まして、財務診断をするときには、その趣旨等を

依頼先の税理士と十分に共有した上で、★★こと

で、せっかく手を挙げてきてくださった事業者が

提案書を提出できないことのないように、改めて

準備を進めてまいりました。 

○工藤てつや委員 前回のプロポーザルの状況もし

っかりと踏まえた上で、今回２社しっかりと決め

ていただいて、それで、来年度の本格運用に向け

て影響がないように計画的に進めていただきたい

というふうに思います。これ意見でお願いします。 

○たがた直昭委員 私は廃食油の実施結果及び今後

の方針ということなのですけれども、まず昨年の

６月から保塚地域センターで開始されましたけれ

ども、最初の２か所に４００ℓを超える見込みの持

込みがあったということなのですけれども、それ

以降、１２、１、２というのは、近隣へのチラシ

配布効果だということなのですけども、これ、も

う少し具体的にお願いします。 

○環境政策課長 拠点の近くの近隣の方々に各戸配

布、皆様にチラシが直接届くような形の取組を、

周知活動をさせていただいたということでござい

ます。 

○たがた直昭委員 当然近くにチラシが入る、それ

を見る、そして持っていく、その効果はすごい大

きいと思うのですけれども、やはりそれ以降はど

うなのですか。これは、ある程度もう周知されて、

チラシ入れなくても順次来るような、そういう形

になっているのですか。 

○環境政策課長 チラシに加えまして、近隣の町会

に直接説明してございます。私も拠点回収のとこ

ろでお持ちいただいた方に伺ったところ、毎月持

ってくるというような形、それは町会で知ったと

いうようなお声も聞いているところでございます

ので、一定の効果はあるのかなというふうに思い

ますが、ただ、継続した周知が必要なのかなとい

うふうに考えてございますので、今後も、例えば

イベントであるとか、今後の周知策を強化してご

ざいますので、そちらの方を展開してまいりたい

と考えてございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  ５月から２か所から５か所に拡充したというこ

となんですけれども、これ現況どうですか。 

○環境政策課長 ５月から２か所から５か所に拡充

してございます。そして６月２１日も回収５か所

でやったとこでございます。役所は１１８ℓという

形でお持込みいただいたという形になりますので、

一定の効果は出ているのかなというふうな認識で

ございます。 

○たがた直昭委員 せっかく拡充する以上は、やは

り様々な効果を出していただきたいと思います。 

  持込みの年齢層は６０代から７０代が多いとい

うことなんですけれども、むしろ年配の方という

ことなんですけども、この辺はどういうふうに分
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析されていますか。 

○環境政策課長 お持込みいただいている方の、私

も直接お話しすると、やっぱり家庭で、例えば空

揚げであるとか、天ぷらであるとか、そういった

余ったものをお持込みいただくという方と、あと

は、かつてお歳暮などでもらったものを、たんす

からちょっと整理してきたのを持ってきたという

ようなニーズでお持込みいただく方は比較的シニ

アの方が、結果として多くなっているというよう

な状況かと思います。 

○たがた直昭委員 各家庭においてそれぞれ状況が

違うと思うのですけれども、年配の方は、家でそ

れぞれ空揚げ等々やりながら、それぞれ廃食油を

持ってくるかと思うのですけれども、先ほど環境

部長かな、説明あったとおりに、子どもの孫の世

代ですよね、この方々が、飛行機、ＳＡＦですよ

ね、これよくテレビでもやっていると思うのです

けれども、今後、航空燃料を再資源するために、

グッズ等の配布を検討するということなんですけ

れども、当然子どもたちは、もうこういうことで

すごい喜ぶかと思うのですが、この辺は具体的に

いかがですか。 

○環境政策課長 たがた委員御指摘のように、そう

いった飛行機のグッズの配布ということで、子ど

もたちが興味関心いただければなというところと、

お祭りなどで、例えばＶＲのゴーグルを使って、

実際にこれがＳＡＦになるのだ、飛行機の燃料に

なるのだということも、子どもたち非常に興味関

心を持って見ているというところもございますの

で、引き続きそういったような周知も継続してま

いりたいと考えてございます 

○たがた直昭委員 是非成功するように、今後も努

めていただきたいと思います。 

  あと、もう１点なんですけれども、環境審議会

の審議開始についてということで、最初のことな

のですけれども、様々な御意見の中で、ウエルビ

ーイング推進とともに、ＳＤＧｓの目標のつなが

りを幾つか計画にしてほしいということで今後

様々議論をするかと思うのですけれども、このウ

エルビーイングというのは、当然基本計画の中に

入っている中の言葉から、今回ＳＤＧｓの一体的

な推進ということなのですけれども、これもう少

し具体的に説明していただきたいと思います。 

○環境政策課長 審議委員の意見をこちらの方に書

かせていただいたということになりますが、その

審議委員の趣旨は恐らくウエルビーイング、その

幸福というところの個人と社会の連携というとこ

ろになるので、ＳＤＧｓは様々な分野で取組をし

てきたというようなところを統合してここの環境

分野を、今までのところも含めて統合した継続的

に、そういったところの連携を深めて、庁内連携

をして進めていってほしいというような認識、御

発言だったかというふうに認識してございます。 

○たがた直昭委員 ＳＤＧｓも当初この言葉が出て

きたときに、なかなかすぐ広がらないとか、もう

時間掛けてようやく今日にきたなということなの

ですけれども、今度また新たにウエルビーイング

という言葉ができて、これを区民に広げるという

のは結構大変なことなんですね。 

  私も議員になってたつのですけれども、例えば、

エリアデザインと言ったときに、うちらはもう分

かった世界で、エリデザとかエリアデザインと言

っていたのですけれども、区民の前で今エリアデ

ザイン計画はと言っても、当初何言っているのと

いう等で、本当に皆さんこの言葉を使い出してか

ら、ようやく町会・自治会とかエリアデザインと

いう言葉がもう広がってきた。 

  ＳＤＧｓも当初ぽんと出てきた言葉、いいよね

ということで、みんなやろうねということをやり

ながらも、なかなか区民というか人には広がらな
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かった。でも、ようやく広がってきて、今度新た

にウエルビーイングという言葉が来た。これもこ

この世界ではもう当たり前のように広がっている

かもしれませんけれども、一歩ちょっと外出れば、

なかなか、「え、何。」という。特に我が党は前

から言っていた片仮名あんまり使わないでねとい

うことをよく言っていたのですけれども、そうい

う部分では、非常に一体化しながら広めていくと

いうのは大変だと思うのですけれども、その辺に

ついてはどういうふうにお考えになっていますか。 

○環境政策課長 たがた委員御指摘のように、新し

い片仮名の用語の浸透というのは非常に難しい部

分があるのかなというふうに私どもも感じるとこ

ろでございます。 

  ただ、こちら私どもとして環境基本計画を策定

するに当たって大事にしていきたいのは、もちろ

ん当然のことながらウエルビーイングというとこ

ろを大事にしていきたいということだと思います

が、それを環境の視点から具体化して、具体的な

施策に落とし込んでいくというような作業も同時

並行で非常に大事かなというふうに思ってござい

ます。それにつきましては、環境審議会の方々に

御意見いただきまして、ウエルビーイングという

名前の推進とともに具体的な施策をつくることに

よって、この二つで進めていくことが大事なのか

なというふうに認識してございます。 

○たがた直昭委員 いずれにしても、まずは広めて

いくと同時に一体化してどうやって進めていくか

ということが非常に大事かと思いますので、こう

やって基本計画の中に入った以上は、もう当然否

定しているわけじゃありませんので、むしろ本当

に積極的に広めていっていただきたいと思います

ので、これは要望でよろしくお願いします。 

○長井まさのり委員長 他に質疑。 

○西の原ゆま委員 この陳情者の記述に、今のまま

では２０４０年には１．５度上昇が起きてしまう

と言われていると。そのために、１．５度以下に

抑える、炭素予算を日本の人口で案分すると、２

０３０年度までに６０％の削減が必要とあります

が、国連のホームページ見てみたら、２０２４年、

世界の平均気温の上昇は１．５度を超えてしまっ

た、でもまだ食い止められる、まだ諦めるわけに

はいかない、このまま温暖化が進んだら、あらゆ

る生命の営みが脅かされてしまうから、個人がそ

れぞれに取り組むだけでなく、もっと社会の根本

からその構造を変えることが必要だ。だから一人

一人がもっと声を上げようとありました。 

  もう既に産業革命以前に比べて１．５度を超え

てしまったのですが、どのような認識を持ってい

ますか。 

○環境政策課長 そのような状況であるという報道

があるということにつきましては認識していると

ころでございます。 

  この地球温暖化を少しでも足立区の立場から抑

止するために様々な目標を掲げて、それに対して

の施策を展開しているところでございます。 

  今後も環境審議会で次なる目標値を設定するこ

とになりますので、引き続き御意見を賜りながら

進めてまいりたいと考えてございます。 

○西の原ゆま委員 既に１．５度を超えてしまった

のですが、これ２度上昇したらサンゴが９９％い

なくなって、洪水のリスクも人口に合わせると２．

７倍も増加すると言われています。既にサンゴの

死滅が進んでいます。 

  元環境学会の会長の和田さんによると、こうし

た今の紹介した現象が進むと、もうドミノ倒しの

ように様々なところで連鎖が起こると言われてい

て、北方永久凍土、ロシア、アラスカ、カナダの

★★が起こると、メタンガスがどんどん噴き出し

ていって、そのメタンガスは、ＣＯ２の２０倍の温
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室効果ガスがあると言われているので、ここの報

告資料の１１ページにもありましたけれども、国

及び都の設定した２０５０年のカーボンゼロに至

る表は、現時点で言うと、国と東京都の目標の差

はありますが、２０３５年度には６０％削減目標

値が国と都、同じ目標値になっています。産業革

命以前に、１．５度上昇の気温上昇となっている

この事実を見れば、緊急の課題として、１年でも

早く６０％削減の目標を達成することが求められ

ていると思います。 

  そこで質問するのですけれども、今、日本の全

体のＣＯ２の排出量の分野別割合が、発電所が３

９％、産業が２５％、運輸自動車が１８％、業務、

家庭、廃棄物とつながっていくのですけれども、

いずれも６％、５％、３％になっています。 

  ここで目をつけたのが、足立区は江戸川区や練

馬区と比較して、運輸部門のＣＯ２の排出が多い

と。先ほどの説明にはありましたが、幹線道路、

高速道路の延長など、列車の区内の走行の距離が

長いためと説明がありました。 

  ＣＯ２削減のためにできることというのが、電

気自動車の切替え、公共交通と組合せて自転車を

使うことというのが大事かなと思っていて、自転

車利用の環境を整えることができると思います。

平たんな土地である足立区は自転車利用適してい

ます。環境にも優しいと、公共交通の東京都のホ

ームページにも、持続可能な環境交通の実現を目

指して、自動車に依存しない交通の行動への転換

として自転車が特集されていました。 

  幹線道路の距離が長い足立区からこういった自

転車利用の環境を整えていくこと、そういう情報

を発信していくことはできると思いますが、どう

ですか。 

○環境政策課長 西の原委員おっしゃるとおり、Ｃ

Ｏ２を排出しない自転車、最近電動自転車なども

ございますけれども、比較的ＣＯ２を排出しない

自転車の有効活用は一定の効果があるかなという

ふうにもございますので、こちらは都市建設部門

と連携しながらまだ何ができるか考えてまいりた

いと思ってございます。 

○西の原ゆま委員 あと、環境基本計画の策定に関

わる環境審議会の開始についてなんですけれども、

審議会の内容に子ども・若者の意見集約を行って

いくとあります。環境問題において、将来の社会

の担い手である今現在の子どもや若者たちが直に

関係する環境問題というのは、子どもたち、若者

たちの意見がとても大事だと思っています。 

  未来のことなのに自分たち若者の意見や要望を

聞いてくれないではなくて、一緒に考えていく大

切な機会であると私も認識していますが、若者会

議はこれから開催されますが、高校生へのアウト

リーチによる若者会議は６月に実施されています。

単身世帯の若者たちのごみの分別、プラスチック

ごみの分別を取り組んでくれるかのアイデアはど

のような内容だったのですか。 

○環境政策課長 ６月に行われました高校生のアウ

トリーチのところでございました。具体的にプラ

分別の、例えば今やっております動画を御覧いた

だいてグループディスカッションするというよう

なところを、特に動画、ＳＮＳの周知については、

今若い世代、短い方が非常によく見る、そしてそ

れを共有することができるというような御意見を

いただいたところでございます。 

○西の原ゆま委員 動画を見て啓発していくという

ことも大事なのですけれども、それだけだったの

ですか。 

○環境政策課長 プラスチック分別に関して、例え

ば自分たちでどのような取組をしたのか、足立区

以外の高校生もいましたので、実際プラスチック

分別やっていると、最初は手間だったけれども、
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家族の中でルーティンをして、それによって非常

にこれは慣れてきたというようなところを、他区

の子どもと足立区の子どもがシェアすることによ

って、そうなのだというような気づきも得られた

と、そういったところもございました。 

○西の原ゆま委員 そういう足立区外に住んでいる

高校生の実例なども、交流できたということなん

ですが、やってみたい環境活動のアイデアという

のもどういったものが出されたのですか。 

○環境政策課長 そのような、先ほど御答弁しまし

たけれども、主にやはりＳＮＳ、スマホ、これに

よって情報を集約する、具体的には学校の情報も

アプリ上で入ってくるというようなところがもう

一般的になっているので、御意見は本当にスマホ、

そういったもののお話は非常に多く、そういった

周知をするにはＳＮＳであるとか、動画を使うの

であれば短いほうがいい、そういった意見が非常

に多く出されたというとこでございました。 

○西の原ゆま委員 環境にある学生たちというのは、

もう既にペットボトルじゃなくてマイボトルを持

ち歩いている人もいたりとか、環境に配慮したブ

ランドをよく知っていて、そのブランドを使うよ

うに心がけている学生も多いかと思います。 

  自分の将来が脅かされていて、それを食い止め

るために今から対策をしないと間に合わないとい

う認識を強く持っているのですが、今回、環境部

として若者たちの意見を聞いてみてどうでしたか。 

○環境政策課長 非常に高校生、先ほど言ったなか

なか私ども役所の人間では気づきづらい、短い動

画が効果的であったりとか、他区の情報であった

りとか、そういった貴重な意見が聞けたというと

ころがございますので、それを環境審議会の方に

御報告をして、きちっと審議の方に行かせていた

だきたいというふうに考えてございます。 

○西の原ゆま委員 是非意見を生かしていただきた

いと思います。 

  この環境審議会の主な意見の中に、区民の環境

意識啓発を担う環境情報プラザの規模が小さいと

ありました。私も環境情報プラザに行きましたが、

もし学校の校外学習で行くかと考えたら、学年の

子どもたち全員が入るかどうか分からないという

ぐらい小ささでした。かつてあったあだち再生館

は、リサイクルに関する情報もたくさんあって、

家庭の不用品も預かって、販売して、そして再生

館ショップや暮らしに役立つ講座、ミニフリーマ

ーケットなどを行っていたそうです。いろいろな

機能があった再生館はなくなってしまい、環境問

題の意識啓発にもなっていたので残念です。広い

啓発施設を設けていくこと、検討してほしいとあ

りました。 

  私も環境問題について向き合い、学び、環境活

動していくためにも、再生館のような広い施設で、

子どもからお年寄りまで幅広い世代が集まれる場

所が必要だと思いますが、いかがですか。 

○環境政策課長 あだち再生館につきましては、そ

こで運営していたときからも区議会の先生方から

も様々意見をいただいたところでございます。現

在の状況になっているところでございまして、そ

の趣旨といたしましては、区民の方々に環境に対

する意識の方も引き下げて行きたい、そして啓発

をしていきたい、環境に興味がある方にふらっと、

例えば講座に参加していただきたいという趣旨で、

出前型の出張講座を、今の環境情報プラザは主と

してやってございます。 

  今回、情報連絡入れさせていただいてございま

すが、出前講座の数、出席者も増えてきていると

ころでございますので、私どもとしては今のスタ

イルで進めてまいりたいと考えてございます。 

○西の原ゆま委員 この声は私の声でもあり、環境

審議会の主な意見というところでもある意見です
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ので、是非この意見にも向き合っていただいて、

やはり一つの場所に集まって、みんなで環境につ

いて学んでいく、そしてそれを自分のこととして

環境活動していく、その次のステップにもなって

いく大事な再生館のような場所が必要だと思いま

す。意見です。 

○長井まさのり委員長 他に質疑。 

○加地まさなお委員 もう皆さんの意見を聞かせて

いただいて、今回も初めてなので、間違いな質問

もあるかもしれませんが。まずは、日本全体で推

進されている地球温暖化対策、これはもう将来世

代のための重要な課題であるというのはもう十分

認識しています。 

  その中で、この足立区が実施するＣＯ２削減に

対するいろいろな政策というのですかね、納税者

とか区民目線で見てみたいなというふうに思いま

した。まず区民の皆様が、この環境問題が今一番

重要だと思われているのかというところをすごい

視点大切かなというふうに思います。なぜかとい

うと、今、選挙も始まっていますが、皆さんのお

困り事の大体が経済面ですね。これはどんな施策

をするにも、皆さんから大切に預かった税金を使

うという点で、区はその辺のバランスというのは、

まずどういうふうに考えているのかなというのを

聞かせてください。 

○環境政策課長 様々な世論調査を取ると、そうい

った経済面が今、選挙でも運営に来ているという

ことは認識しているところでございます。 

  環境部といたしましては、様々な経済活動の、

例えばベースに、もちろん企業の活動がＣＯ２排

出につながっていたりとか、家庭から出るものの

家計活動も場合によっては経済につながっている

というような状況もあるかなというふうに思いま

す。その結果として、ＣＯ２の排出に出ているとこ

ろもあるかなというふうに思いますので、啓発な

どが必要なのかなというふうに考えているとこで

ございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  主なＣＯ２の削減の施策というのですかね、太

陽光パネルの設置補助とか、ＥＶ購入補助とか、

公的施設の省エネ改修等があると思うのですが、

区でＣＯ２排出削減の目安があると思うのですが、

科学的な根拠というか、あと定量的な根拠という

のは、何を一番大切に基準にしているのかという

のを教えてください。 

○環境政策課長 定量的なところで、そして区民の

方に分かりやすいというところで言いますと、Ｃ

Ｏ２の排出の削減量というところで認識している

ところでございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  その量というのは、先ほどの他の委員の質問の

中にもありましたけれども、国の目標値なのか、

国際的な目標値なのか、どちらでしょうか。 

○環境政策課長 今後のことはちょっと置きまして、

現在の目標値を設定したときもパリ協定がありま

す。そして、それを踏まえて国や都の目標値を設

定したところ、環境審議会で御検討いただいて、

それを踏まえて区として設定をしたというところ

でありますので、パリ協定、それは国際的なもの、

それが国に連動している、都に連動している、な

ので、どちらかというよりは、一体的な考え方が

重要なのかなというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  一番重要視しているプライオリティーが高いの

はどこでしょうか。 

○環境政策課長 一番というところのプライオリテ

ィーはなかなか付けづらいのかなというふうな認

識でございます。 

○加地まさなお委員 分かりました。そこを参考に
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されている、基準にしているの分かりました。 

  それと同時に、足立区も産業構造、エネルギー

消費量とか人口動態というのは分かっています。

分かっていると思いますが、そのデータも加味し

て独自の算定料というのは、調査とか計算されて

いますでしょうか。 

○環境政策課長 独自の算定料というのはなかなか

難しいところでございまして。といいますのも、

家庭から出る例えば電気であるとか、ガスである

とか、そういったものを足立区独自で捕捉するこ

とが困難でございます。 

  今回、これ毎年なんですけれども、オール東京

というところで、東京都下の９市が合体して様々

な電気事業者、ガス事業者からのエネルギーを集

める仕組みがございます。それを案分して私ども

は報告いただく、こちらでしかほぼすべがないと

いうような状況でございます。 

○加地まさなお委員 なるほど、案分しているとい

うのはよく理解できましたが、先ほどからいろい

ろなデータ出ていると思うのです。できないこと

はないかなというふうに思います。やっぱり各区

とか自治体によって状況変わってくるというのは

間違いないことだと思うのですね。なので、そこ

のデータをもとにして考えないと、どの施策が区

にとって重要なのかという数値が出てこないと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○環境政策課長 独自というところに関しましては、

今後研究させていただきたいというふうに思って

ございますので。ただ、家庭部門が４割、非常に

足立区の中で占めているというデータはあります。

オール東京のところをベースしてございますけれ

ども、こちらについては非常に過大視をしてござ

いまして、家庭部門に対して周知というもの、そ

して、それを支援するための補助金の支援である

とか、そういったものが非常に重要であるかなと

いう認識でございます。 

○加地まさなお委員 非常に環境問題本当に大切な

のですが、私が言わせていただきたいのは、区民

の利益と地域経済とのバランス評価というのが視

点がないのではないかなというふうに思っていま

す。 

  環境大切ですよ。パリ協定でＣＯ２排出、早急に

した方がいいのは、これ多分皆さん分かっている

のですが、ではこの日本はできてないのかという

と、めちゃくちゃできているのですよね。本当に

ＣＯ２一番排出しているのはどの国ですか、アメ

リカですよね。中国ですよね。そういった国には、

パリ協定から抜けてしまったりとか、脱退もして

いますよね、アメリカなんか。それを日本国内で

やっていこうというと、これも先ほど今言われ、

聞きたいですね、経済的に区民の皆さんの負担が

間違いなく金額として出てくるのではないかなと

いうふうに思っています。 

  それの経済的負担とかを求めるのに、比較考量

というバランス評価のデータを取るやり方がある

のですが、比較考量というのは、異なる二つのも

の、例えば権利とか利益とか意見など、これ区民

の皆さんの意見ですよね、先ほど言わせていただ

いたように。比較して、どれが一番重要であるか

を検討、判断するというものです。 

  天秤にかけて、バランスを取って、やはり経済

政策の方が本来必要だよねという中で、税金何に

使うのという視点が大切だと思うのですが、こう

いった比較考慮的な調査というのも必要だと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○環境政策課長 様々な比較考量も含めて、様々な

分析は必要だというふうに考えております。私自

身も産業経済部出身の者でございますので、非常

にそこのリンクというものは重要かというふうに

思ってございますので、今後も研究してまいりた
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いというふうに考えてございます。 

○加地まさなお委員 正に、本当に産業と環境とい

うのが混ざっている委員会なので、このバランス

すごく大事かなというふうに思っています。是非、

検討していただきたいと思います。 

  それと同時に、まずは国のパリ協定から、国際

的な枠組みからデータを調べているというところ

で、エビデンスすごく大事になってくると思うの

ですが、この日本のＣＯ２削減は世界に与える直

接影響というのが、実際的に日本のＣＯ２が世界

の中で直接的にこの気温を下げる効果というのが、

これ科学的に試算上極めて小さいというデータが

ありますが、その認識ありますでしょうか。 

○環境政策課長 日本のＣＯ２排出、世界の中で占

める割合というのは、今、加地委員御指摘の認識

でございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  根拠としてＩＰＣＣという気候変動に関する政

府間パネルの科学的知見、ＴＣＲＥというのがあ

ります。排出量の調べる資産というのですかね。

日本が例えば２０５０年までにＣＯ２排出をゼロ

にしても、世界の気温上昇の抑制効果は約０．０

０６％にしかならないという結果が出ているので

すが、その認識はありますでしょうか。 

○環境政策課長 細かな数値までは、申し訳ござい

ません、認識しているところではございませんけ

れども。なかなか大きなプレゼンスではないとい

う認識はございます。 

○加地まさなお委員 ここでだから先ほども言わせ

ていただいたように、考えるべきところに来てい

るのかなというふうに思います。今までは環境問

題本当に必要でした。先ほどの、もうはるか昔１

００年前とは環境も違いますし、今どんどんＤＸ

も進んだりとか、環境問題に対してカーボンニュ

ートラルの視点の産業も増えてきている中で、密

接に関係している中で、まずは区民の皆様の税金

の使い方という視点と産業をどれだけ発展させる

という視点と環境の視点というのを合わせないと、

本当のウエルビーイングにはならないのではない

かなというふうに思うのですが、いかがでしょう

か。 

○環境政策課長 経済活動ももちろん環境活動と隣

接するところでございます。加地委員の御指摘の

とおりな部分もあるかというふうには認識してご

ざいます。 

  分かりやすく足立区といたしましては、家庭部

門が４割のＣＯ２を占めるというとこでございま

すので、区民の方々の行動を求めるというところ

も大事かと思いますので、バランスを踏まえなが

ら今後も考えてまいりたいというふうな認識でご

ざいます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  長くなってしまうのでこの辺で終わらせていた

だきたいと思うのですが、やっぱり先ほどたがた

委員もおっしゃっていましたが、ＳＤＧｓ、サス

テーナブル・ディベロップメント・ゴールズです

か、これ、区民の皆さんに、高齢者の方でも、お

子さんにでも、「ＳＤＧｓは何。」と聞かれたら、

区の方では何というふうに答えるのでしょうか。 

○環境政策課長 持続的なと、一言ではなかなかお

話ししづらいとこでございますが。 

  環境部のところで引き寄せていきますと、例え

ば、先ほど御答弁しました学校への出前講座の中

で、ＳＤＧｓというのは非常に幅広い１７個のゴ

ールがあるのだよというところを、ボードゲーム

であるとか、そういったものを使って学習をして

いただいているところでございます。 

○加地まさなお委員 それで小学生、子どもたちは

理解できているという認識でしょうか。 

○環境政策課長 非常にＳＤＧｓというものに対し
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て親しみを持って、家庭の中でも話して、例えば

一つはごみの分別に取り組んでもらうというとこ

ろもつながっているのだという認識があるという

ふうな報告を聞いているとこでございます。 

○加地まさなお委員 分かりました。 

  先ほどのＳＤＧｓという言葉も、ウエルビーイ

ング、高齢者の方とかにも同じようにやっぱり言

われます。横文字多すぎると、足立区は。区民の

皆さんが分からない言葉を使ってしまうと、私も

聞かれるのですが、「何。」と言われたときに、

端的に区が分かりやすい説明、言葉を出していて

くれれば非常に助かるのですけれども、今後そう

いった取組というのは行っていただけないでしょ

うか。 

○環境政策課長 ウエルビーイング、先ほどのたが

た委員の御質問に対する御答弁の繰り返しになり

ますが、確かにそこの具体的な考え方を推進する

とともに、具体的な施策に落とし込んでいくこと

によって理解も進むのかなというふうに考えてご

ざいますので、引き続き、そのような取組をして

まいりたいと考えてございます。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。ちょ

っと長くなったので、次回また質問させていただ

きたいです。よろしくお願いいいたします。 

○岡田将和委員 陳情に関する報告事項の中で、私

からは足元の課題等から発生したことで何点か質

問させていただきます。 

  ２８ページの令和５年度製作の動画を分かりや

すく再編集して、住民説明会で上映していくとい

うふうにあるのですが、これは外国人対応になっ

ていらっしゃる動画でしょうか。 

○足立清掃事務所長 現時点では日本語版のみ作成

しております。 

○岡田将和委員 先ほど足立清掃事務所長から全区

民に向けて周知するという答弁ありましたけれど

も、その点について６．４％、令和７年４月時点

で、４万５，０００人の外国人の方が足立区内に

お住まいですが、やはりその外国人の方々にも、

来年４月から始まる全区展開ということで、きち

んとこのプラの分別のやり方について周知しなけ

ればならないと思うのですけれども、先ほど全区

民とおっしゃいましたが、そのあたり詳しく教え

てください。 

○足立清掃事務所長 正に岡田委員おっしゃいまし

たとおり、外国人に対しての普及啓発というのは

非常に大切なことだと考えております。 

  具体的に二つほど御紹介させていただきます。 

  まず地域調整課の方が開催しております、外国

人の方がたくさん集まるイベントの方に私ども出

展させていただいて、そちらでプラ分別について

御説明させていただく予定でございます。 

  また、今、区の方で作成しております、ごみの

分別アプリというのも多言語版に対応しておりま

して、それぞれ集積所の看板等でＱＲコードを読

み込めるように周知をしております。 

  そういった周知をしながら、いろいろな御意見

を踏まえながら、日本語を解さない方、誰も残さ

ない、全区民の方についてメッセージが届くよう

に努力してまいりたいと考えております。 

○岡田将和委員 いろいろと努力していただいてい

ることは分かりました。 

  ただ、やはり私も足元の課題としては、いろい

ろな住民の方から本当にごみ出しのマナーが悪い

といろいろと聞いております。足立区内に転入し

てきた際に、例えばこういう動画を作成されてい

るということなのですが、外国人向けに、例えば

吹き替えたり御用意をしていただいて、例えば転

入の際に、１０分２０分ですとか御覧いただくと

いうような施策もしていかなければならないと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 
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○足立清掃事務所長 御意見ありがとうございます。

様々な手段を講じて、今、私が御紹介した以外の

方法でも外国人の方への周知啓発の方法というの

を検討してまいりたいと存じます。 

○岡田将和委員 先ほど６．４％、４万５，０００

人とお話ししましたけれども、昨年１年間で４，

６００人外国人の方が増えていらっしゃいます。

今年ももしかするとその規模ぐらいのペースで増

えていけば、あと数年で足立区民の１０％ぐらい

は外国人の方々が居住するというふうになってく

るのではないかなと思いますし、やはり住んでい

る６５万５，０００人の日本人の方々が、マナー

が悪いということで非常にクオリティーオブライ

フが下がってしまうということも懸念することも

考えられますので、是非、町会・自治会で拾えな

い、住民説明会で拾えない方々に向けて、きちっ

と足立区として、足立区はごみ出しのマナーにう

るさい区だけれども住みやすいよといったことも

含めて、共存していくためにそういうことも考え

ていただきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○長井まさのり委員長 他に。 

○佐藤あい委員 プラスチック分別に関しての世論

調査等行われたというところで、幾つか伺わせて

いただきたいと思います。 

  まず、周知に関してという情報発信がやはり重

要であると感じております。区の方の御報告でも、

動画の件、先ほども幾つかありましたけれども、

この動画、ユーチューブで上がっているものを拝

見をしております。６分３９秒の動画だと思うの

ですけれども、恐縮ですけれども、私も倍速で見

ちゃいましたけれども、やっぱり長いと見られな

いという、先ほど吉尾環境政策課長から御報告が

ありましたように、ショートの方が今はすごく見

られるという傾向があるというお話もありました

とおり、やはりこの分野だけではなく、区が発信

するものについてはショート動画をもっと活用を

した方がよいのかなと考えておりまして、特にこ

のごみということに関しても重要かなと感じてお

ります。 

  ユーチューブで、プラスチック、分別で検索を

すると、ショート動画のところで、プラスチック

は分別するなみたいな超有名な方の動画とかが結

構上がってくるのですよ。そういうのを見ちゃう

と、面倒なことをやっても意味あるのかなとかと

やっぱり感じてしまう方も出てくるのかなと思っ

ています。なので、きちんと正しい情報というの

を発信をしていくという形をしっかり取っていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○足立清掃事務所長 佐藤委員御指摘のとおり、動

画が長いというような意見は、実は他のところか

らも伺っていまして。本年度、佐藤委員に御覧い

ただいた動画は再編集して再度使おうと思ってい

るのですけれども、それとは別に、若い層を特に

ターゲットとしたショート版の動画というものの

作成を考えてございます。是非それをプッシュ広

告のような形で、ターゲットとしている方により

見ていただきたいような形にして、佐藤委員が御

指摘してくださったような反対のことを言ってく

るようなものの再生回数に負けないように運用し

ていきたいというふうに考えてまいります。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  是非進めていただきたいなというところと、実

際、区民の方からもそういった反対の動画を見て

おっしゃっているのかどうかは分からないのです

が、日本ではサーマルリサイクルというところも

リサイクルというふうに定義をされているという

点もあって、海外ではリサイクル扱いにはならな

い分野だと思いますけれども、このサーマルリサ

イクルが行われているのだから、プラスチックご
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み一緒に燃やした方がいいのだよという意見をい

ただくこともあるのですね。ただ、実際は、例え

ばプラごみが分別されることで灯油を過剰に使う

ことがあるとか、そういった意見を聞くこともあ

るのですが、そういったことがあってもＣＯ２削

減という方が効果が高いというふうに私は認識を

しているのですけれども、その点いかがでしょう

か。 

○足立清掃事務所長 サーマルリサイクル導入の時

点から、プラスチックを分別したり運んだりする

コストを考えると、かえって分別する方がＣＯ２

排出量が多いという意見が根強いということは

我々も認識しております。 

  ＣＯ２が地球温暖化の原因になっていることも

含めて様々な環境の問題について諸説あることは

承知はしてはいるのですが、実際に３月に配布さ

せていただいた区の広報では、分別していただい

たことによるＣＯ２吸収効果を見える化するよう

な形で区民の皆様にお伝えしたのですが、そのよ

うなより分かりやすい形で繰り返し周知すること

で、プラスチックは分別した方が環境負荷が低く

なるのだということを御理解いただける方が１人

でも増えていくように、情報発信を重ねてまいり

たいと思います。 

○環境部長 もう１点大事なものがございまして、

実は最終処分場がもうそんなに長くもたなくなる

件がございますので、プラスチックの分別につい

ては、ごみの減量化という視点でも大事なものだ

と考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  是非そういったものを、多くの方にきちんと御

理解をいただけるような発信を続けていただきた

いなというところと、あと、削減量なども見える

成果を公表されていくというふうにも記載をいた

だいております。 

 何ｔ削減できているという数字はなかなか一般の

方からすると、ぴんとこないなというところだと

思います。そういったものを公表する際にも、例

えば、１，０００ｔ削減というのはどういうこと

なのかという具体的にイメージができるもの、何

世帯分の電気代とかなのか、車でどのぐらいの、

地球何周分とか、よくネットとかで出てくるので

すけれども、そういった足立区の皆さんが頑張っ

てくださった成果がどういった結果になっている

というのがイメージしやすい公表の仕方ができる

とよいかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○足立清掃事務所長 現在は杉の木の吸収量に例え

て見える化をしているのですけれども、確かにい

ろいろな見せ方があるかと思いますので、いろい

ろ研究しながら、見える化の見せ方については検

討を重ねてまいりたいと思います。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いいたします。 

○工藤てつや委員 地球温暖化対策待ったなしとい

うところについては、私自身、個人的にも危機感

を感じているところでありますが、この２０３０

年までに削減目標６０％以上というところについ

ては、ちょっとハードルが高いのかなというふう

にも思っておりますし、その根拠について、やっ

ぱりこれからしっかりと分析研究、調査、こうい

ったものを私どもとしても進めていきたいなとい

うふうに思いますし、また、今後も国や東京都、

それから足立区の取組状況も見ながら判断をして

いきたいと思いますので、継続ということでお願

いしたいと思います。 

○たがた直昭委員 閣議決定された、また東京都も

削減目標が決まったということでありますし、ま

た、足立区としても、第４次の計画の中で検討し
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ていくということでありますので、その辺推移を

見守りながら継続としていきたいと思います。 

○西の原ゆま委員 区の削減目標４６％なのですけ

れども、２０２０年のときは、もう既にＥＵでは

５５％削減目標、イギリス６８％以上、バイデン

政権下のときは５０％から５２％を目標に取り組

んでいます。世界中の専門的科学者の知見である

科学的根拠に基づいて、温室効果ガスをやっぱり

減らしていかないと、回復不可能な現象でさえ起

こす世界的危機をもたらすと、そういう努力を先

進国である日本からやっていかないといけないの

だと、こういう気候非常事態宣言を日本環境学会

も出しているわけで、それを受けて環境団体の目

標は気候ネットワーク削減目標６５％、未来のた

めのエネルギー転換研究グループも５５％、ＷＷ

Ｆも５１％、Ｊａｐａｎ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎ

ｉｔｉａｔｉｖｅも５０％、そして日本気候リー

ダーズ・パートナーシップも５０％になっていま

す。どの団体も５０％以上の目標です。このパリ

協定も日本を含めると１９６か国が合意して締結

しています。そのために、先進国の日本が果たす

べき役割、そして足立区としても積極的に取り組

まないといけないと思います。 

  この削減目標を６０％以上にすることは、未来

の地球のため、持続可能な社会を築いていくため

に必要だと思いますので、採択でお願いします。 

○加地まさなお委員 先ほど、まず冒頭の、どうい

ったところからの評価というのを聞かせていただ

いたので、今、正に立ち止まるときではないかな

というふうに思っています。 

  世界を見て数値を決めているのならば、世界の

トレンドも見なきゃいけないと思います。その上

で、私は日本も東京都も足立区も、ほかの国に比

べれば十分やっているのでないかなというふうに

思っています。 

  でも、国の問題はまず経済なので、また次の違

う視点で質問したいと思いますので、継続でお願

いいたします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○長井まさのり委員長 それでは、これより採決い

たします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長井まさのり委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 次に、所管事務の調査を議

題といたします。 

  （１）二酸化炭素排出実質ゼロに関する調査に

ついてを単独議題といたします。 

  先ほど陳情の審査で質疑を行いましたが、本件

について他に御意見等ございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 なしと認めます。 

  次に、（２）公社等の決算に関する調査につい

てを議題といたします。 

  さきの議会運営委員会で、公社等の決算に関す

る調査につきましては、それぞれの所管の常任委

員会で行うことに決定いたしました。 

  つきましては、公益財団法人足立区勤労福祉サ

ービスセンター、公益社団法人足立区シルバー人

材センター及び一般財団法人足立区観光交流協会

の令和６年度決算について、本委員会の調査事項

とすることとし、調査を閉会中に実施したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 御異議なしと認め、さよう
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決定いたしました。 

  次に、（３）令和７年度地方都市行政調査につ

いてを議題といたします。 

  本委員会の所管事項につきまして、他都市の先

進事例を調査する必要が生じたときには、地方都

市行政調査を行いたいと思います。 

  なお、さきの各種委員長会において、１０月２

２日から２４日の間で行うことが示されておりま

すが、調査事項、調査都市等を踏まえた上で、今

後日程を決定したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 御異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  調査事項、調査都市につきまして何か御希望が

ございましたら、７月３１日までに文書をもって

委員長まで提出してくださいますようお願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○長井まさのり委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  （１）から（１０）、以上１０件を産業経済部

長から、（１２）、（１７）から（２０）、以上

５件を環境部長から報告をお願いいたします。 

○産業経済部長 それでは、産業環境委員会報告資

料産業経済部の２ページをお開きください。 

  初めに、地域経済活性化基本計画の改定に伴う

産業実態等アンケート調査の実施についてです。

アンケートの内容、そちらに記載しておりますが、

３種類、産業実態調査、終了消費意識調査、創業

企業意識調査を実施します。調査対象や質問概要

については下記のとおりです。 

  ３ページの方にスケジュールの方がございます。 

  これまで経済活性化会議でアンケートについて

御審議いただきました。７月１５日にアンケート

を発送していく予定でございます。 

  ４ページ以降にアンケート調査表がございます

ので御覧いただければと思います。 

  ページの方、飛びまして、３６ページになりま

す。 

  令和７年度国内販路拡大支援事業の進捗状況に

ついてでございます。 

  こちら参加事業者１０社、表のとおり決まりま

して、２番のスケジュールにあるとおり、実施の

方をしてまいります。今年は商談をした上でブラ

ッシュアップ支援を行って、再度商談をして商談

の数を上げていく予定でございます。 

  続きまして、３８ページお開きください。 

  令和７年度海外販路拡大支援事業の進捗でござ

います。 

  こちらにつきましても、参加事業者１０社が表

のとおり決まったとともに、年間スケジュールに

ついて報告するものです。今年度は展示会方式じ

ゃなくて商談会方式で、じっくり商品のよさにつ

いて伝えていきたいと考えております。 

  ３９ページになります。 

  令和６年度及び令和７年度の区内中小企業人材

採用支援助成金の受付状況についてでございます。 

  令和６年度の結果でございますが、４０ページ

の上の表ですね、（エ）にあります、最終的に２

４９件に対して支援を行いまして、７，０００万

円の執行を行いました。当初１００件で想定して

いたので、２．５倍の件数というふうなところで

申請の方を終了しております。 

  採用の実績の方が４０ページの下と４１ページ

の上に記載をしております。 

  合計すると、最終的に４００人ぐらいの人材を

雇用することができたというふうな形になります。 
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  続きまして、４２ページをお開きください。 

  下の表ですね、令和７年度につきましては、人

材紹介６０万というふうなところで進めていると

ころで、現時点での数字として、４３ページに１

４５件、今申請を受けているところでございます。 

  続きまして、４４ページ、消費喚起策でござい

ます。 

  まず１番のレシートｄｅ商品券事業ですが、既

に事業の方を進めておりまして、１番の（４）で

申請件数がありますが、昨日時点での受付件数が

３万７，１３３件というふうになっております。 

  続きまして、４５ページ、商店街応援券事業で

ございます。 

  こちらにつきましては、昨年度と同じプレミア

ム率と発行セット数で事業の方を進めております。

７月１日から応募開始になっております。 

  ４６ページがＰａｙＰａｙ商品券事業でござい

ます。 

  こちらの方は、これまで報告していた事業名、

ＰａｙＰａｙのアプリの中で、ＰａｙＰａｙ商品

券という言葉を使うと表現が重なるので、表現を

変更してもらいたいということで、そちらの方に

表現方法を変更したものを記載しております。 

  また、購入、利用可能期間を１か月ほど前倒し

を、これは★★の方と調整をさせていただきまし

て、することにいたしました。年末商戦でも使え

るようにというふうな形でございます。 

  続きまして、４８ページになります。 

  運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金の申

請状況でございます。 

  こちら申請件数の方が４９ページに載っかって

おりますが、６月末時点の数字を申し上げますと、

６９１件の申請に対して１４９件交付決定を行い、

１，６００万円の交付決定金額になっています。

これからも周知を続け、申請数を増やしていきた

いと思います。 

  続きまして、５０ページ、小規模事業者等経営

改善補助金の方でございます。 

  こちらにつきましては、区内事業者を利用した

場合の補助上限額を上げる形で今年進めておりま

す。区内にできるだけお金が回るようにというふ

うな考えでございます。 

  ６月末の申請件数について申し上げます。そち

らの方、３７と書いてありますが、６月末で６０

件になりました。合計すると１６５件で、昨年度

に比べると２８％ほど申請件数増えております。

これからも周知の方を行いまして、こちらも申請

件数を増やしていきたいというふうに思っており

ます。 

  ５２ページになります。 

  ベルモント市への学生使節団の派遣の実施につ

いてということです。 

  こちらは７月３０日から８月６日までで、派遣

人数、学生１６名で、一般枠が１３名、あだち未

来応援枠が３名という形で派遣の方を実施してま

いります。 

  スケジュールの方が５３ページの下の方に記載

をしております。事故のないよう気をつけて派遣

の方を進めていきたいと思います。 

  ５５ページになります。 

  第４７回足立の花火の中止についてでございま

す。 

  こちらの中止の理由については、既に本会議答

弁でも申し上げましたが、恐れ入ります、飛びま

して、６０ページの方をお開きください。 

  こちら別紙の図になります。 

  午後５時の時点で風が強く吹いていたので、合

図玉を上げましたところ、北風に流されまして、

有料席の上で合図玉が開いたというふうな形にな

ります。こういった状態で花火の方を実施いたし
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ますと、燃えカスが更に南の千住川の住宅地に飛

ぶこともありますし、更に不発玉が出た場合には、

それが有料席に落下したり、あるいは、それがも

し下で爆発すると大変な惨事を招くというふうな

ことで、中止とせざるを得ませんでした。 

  ５５ページにまたお戻りいただきますが、今後

につきましては、風に対する中止基準、これをこ

の河川敷の特徴ですとかそういったことを踏まえ

ましてつくっていくとともに、合図玉の打ち上げ

時刻ですとか、風速計の設置位置、そういったも

のもしっかりと考慮し、対策を打ってまいりたい

と思います。 

  飛びまして、６３ページになります。 

  しょうぶまつり＆世界の食広場の開催結果でご

ざいます。 

  ６月７日と８日にしょうぶまつり＆世界の食広

場を実施いたしました。今年は東口の駅前の交通

広場が整備されまして、そちらの方を活用するこ

とができたことにより、キッチンカーの台数を１

４台増やして、盛大にこちらの方は開催すること

ができたということでございます。 

  雑駁になりますが、私からは以上でございます。 

○環境部長 恐れ入ります、環境部の報告資料をお

願いいたします。 

  １４ページになります。 

  資源持去り防止対策の実施結果についてでござ

います。 

  令和６年度の結果でございます。パトロールに

つきましては２種類ございます。会計年度による

資源持去り防止指導員のものと民間委託のパトロ

ールのものでございます。令和６年度は合わせま

して４，２９６件の注意等を行ってございます。 

  １５ページの下のグラフを見ていただきたいの

ですけれども、濃いオレンジ色のところ、画面で

はオレンジ色ですけれども、こちらが令和５年か

ら令和６年に比べて、過料なんですが２４件から

９件に減っています。代わりに、１１件から１７

件に、こちらの収集運搬禁止命令、こちらの方が

ちょっと増えているような状況でございます。こ

ちら自動車で回収を行っている事業者でございま

す。 

  そちらについての対策と強化といたしまして、

１７ページ御覧ください。 

  これまで過料については自転車の方だけは行っ

ていたのですけれども、これからは自動車の方に

つきましても、収集運搬禁止命令と併せて過料も

徴収していくというふうに強化をしていきたいと

考えてございます。 

  恐れ入ります、２９ページまで飛んでいただき

たいと思います。 

  ２９ページ、ごみ屋敷対策の実施結果でござい

ます。 

  令和６年度は合わせて７２件ありましたけれど

も、解決、未解決ともに３６件ずつという形にな

ってございます。 

  ３０ページの年数のところを見ていただきたい

のですけれども、アのところです。これ見ると、

グラフを見ると分かりやすいのですけれども、５

年以上のものがかなり多くなっておりまして、全

体の６９％という形になってございますので、

年々長期化している現象が増加傾向でございます。 

  ３１ページの方を御覧ください。 

  項番２でございますけれども、こちらのごみ屋

敷対策において表面化した課題といたしましては、

やはり御本人の心身や生活面の課題を抱えている

というところがかなり見受けられますので、今後

もこれからもですけれども、ごみ屋敷対策相談員

がございますので、そちらの方と相談をしながら

とか、あとは福祉まるごと相談課と連携しながら

重層的支援体制、こちらの方で庁内連携していけ
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ればというふうに考えてございます。 

  続きまして、３３ページお願いいたします。 

  落書き対策の実施結果でございます。 

  こちらの令和６年度、全部で１８９件発見いた

しまして、１８４件、消去の方を行っているとこ

ろでございます。 

  また、今後の方針といたしましては、落書きに

ついては犯罪ですよというようなところも強くア

ピールしながら、落書き１１０番の通報も周知し

ていきたいと考えてございます。 

  続きまして、３６ページになります。 

 不法投棄対策の実施結果でございます。 

  令和６年度は６，９３３個の不法投棄を発見し

てございます。主な種別につきましては、自転車

が４，０００件、ごみについては２，５００件と

いうような状況でございます。年々減少傾向では

ございます。 

  ３７ページですけれども、不法投棄１１０番の

受付の件数ですけれども、こちらについても１，

６３９件ございまして、通報協力員とその他では

半数ずつというような状況でございます。 

  続きまして、ページをめくっていただきまして、

４０ページお願いいたします。 

  こちらの項番５ですけれども、不要自転車の無

料引取りということで、自転車の方の対策につい

てもしっかりと行っているような状況でございま

す。 

  続きまして、４２ページお願いいたします。 

  公害の苦情相談と環境調査の結果でございます。 

  令和６年度公害の苦情相談、最も多いのは騒音

というものがやはり多く、ただ、前年度に比べま

すと減少はしているような状況でございます。や

はりコロナが終わりまして、コロナのときにやっ

ぱり在宅勤務ですとかテレワークの方が多くなっ

たこともありまして、昼間の騒音、そういったも

のが気になる方が多くなったのかなというふうに

考えてございます。 

  ４３ページ、項番２、環境調査の結果でござい

ますが、大気や水質等の調査ですけれども、こち

らはいずれも良好な状態を維持しているような状

況でございます。 

  ４５ページをお願いいたします。 

  （７）です。こちら中川の関係ですけれども、

八潮市の道路陥没を受けまして、中川の水質検査

を行っておりました。下のグラフを見ていただく

と分かるとおり、放流していたときにはやはり数

値悪かったのですけれども、現状はもう基準以下

ということで、安定しているような状況でござい

ます。 

  私からは以上でございます。 

○長井まさのり委員長 トイレの方は我慢せずに行

っていただいて結構でございますので、よろしく

お願いいたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ございますでしょうか。 

○たがた直昭委員 私、端的に、すぐ終わります。 

  花火大会について、これはもううちの会派も代

表質問の方で種々聞きましたので、あまり詳細は

いいですけれども、今回２回目の中止で、私のと

ころに一番声が多かったのが、やはり延期してほ

しいという声が非常に多かったのですね。これに

ついていかがですか。 

○観光交流協会事務局長 たがた委員おっしゃると

おり、観光交流協会の方にも区民の声を含めまし

て、順延、延期してほしいという声は多数いただ

いております。 

○たがた直昭委員 これ実を言うと、私の地域だけ

かもしれないのですけれども、５月３１日の土曜

日は雨だったのですけれども、運動会があったの

ですよ。運動会で、もう朝から中止ということで、
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延期ということになりましたので、恐らく皆さん

そういう感覚で、結構、「次できませんか。」と

いう御意見が多かったのですけれども、そう簡単

にできるものではないと思うのですけれども、天

候だけはどうなるかということなのですけれども。

やはり来年のことを一番言われるのですけれども、

今後様子を見るということなんですけれども、区

としては、例えば、今年いっぱい中に決めるとか、

その辺のスケジュール感はどういうふうに考えて

いますか。 

○観光交流協会事務局長 開催時期につきましては、

仮に来年また５月に開催となりますと、半年前、

１２月ぐらいから準備を開始をしなければなりま

せんので、遅くとも年内には、開催時期は決定し

たいというふうに考えております。 

○たがた直昭委員 せっかく５月にして、パーセン

テージも５月開催ということで結構多かったので、

早めに決めていただきたいと思いますので、これ

は要望にいたします。 

  あともう１点だけ、地域経済活性化計画の改定

に伴うアンケートなのですけれども、まずこれ三

つアンケートありまして、資料１の方なのですけ

れども、約３，０００社に送るということなので

すけれども、これ事前に産業経済部長の方から、

これ頂いたやつ、これ７５個の質問があって、こ

れ４人以下は結構大変だと思うのですけれども、

いかがですか、これ。 

○産業経済部長 前回のアンケート取ったときも、

やはり７６か７７ぐらいの質問数があった。でき

るだけ質問数は減らしたいなというふうには思っ

ていたのですが、やはり聞きたい内容、なかなか

絞り切ることもできませんで、その代わりと言っ

たら何なんですけれども、まず発送するときに粗

品といいますか、まずそれを送ります。それから

後ろの方を見ていただければ分かるかと思うので

すが、ページ数でいくと１８ページですね、お答

えいただいた方には区内共通商品券プレゼントし

ますという、そこら辺の特典を付けまして、でき

るだけ回答していただこうというふうに考えてお

ります。 

○たがた直昭委員 お答えしていただいた方には区

内商品券１，０００円分を贈呈するということで

ありますけれども、１，０００円が欲しいのか、

これを３０分以上掛けてやるのか別としても、極

力協力していただきたいと思います。 

  もう時間があれですので、最後１点だけ。 

  問１４のところでＳＤＧｓの取組状況について

という質問があります。先ほど環境部の方でも私

話したのですけれども、ここに、産業経済部とし

ては、このＳＤＧｓに関してウエルビーイングの

考え方というのは、この辺はもう全然考えてない

のですか。たまたま入ってなかったのか、それだ

けお聞かせ願いたいと思います。 

○産業経済部長 特にやはりそれがビジネスにどう

いうふうに掛かっているかというふうなところを

重点を置いて、この質問表に関しては書いており

ます。ですので、それによって直接ウエルビーイ

ングというふうなところにはならないかもしれな

いのですけれども、例えば職場が活性化されたで

すとか、そういったところが一つウエルビーイン

グにつながってくるのかなというふうには考えて

はおります。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  一言でも二言でも入れた方が、やはりこれから

の裾野の方に広がっていくのではないかというこ

とで考えておりますので、これ要望でよろしくお

願いします。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

○佐藤あい委員 簡単に幾つか、まず花火大会につ

いて、２年連続で中止になってしまったことで、
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区民の方からは、もうまさか足立区やらないとい

うことはないよねという心配のお声もありました。 

  やらないということはないと私は思いたいなと

思っているのですが、いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 区民の方から御心配の声

をいただいているということも私どもも認識をし

ております。 

  ただ、やはり足立の花火、大勢の方が楽しみに

しているものですので、実施の方向で、来年しっ

かり実施をしていきたいというふうには考えてお

ります。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  また、来年のスケジュールを決めるのが先ほど

遅くとも年内というお話ありましたけれども、秋

頃、例えば学校の来年のスケジュールが出る前に

決めるというのは難しいのでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 学校の運動会が重なって

いたという、先ほどたがた委員からもお話あった

とおり、教育委員会ともしっかりその辺は連携し

ながら、そういったことのないように進めてまい

りたいと思いますので、できるだけ早めに決定を

して、教育委員会の方にも周知徹底してまいりた

いと考えております。 

○佐藤あい委員 学校の運動会も重なっていたとい

うところで、ＰＴＡの皆様からも、いつも場所取

り早めに行くのを楽しみにしているという御家族

のお声とかも多々あってという中だったので、是

非お願いをしたいなと思います。 

  また、別件、ごみ屋敷対策に関して伺わせてく

ださい。 

  やはり長期化すると解決もしにくくなっていく

のかなと思います。やはり長期化をさせないとい

う取組と、あと未然予防というところが重要かな

と思いますけれども、そのあたりいかがでしょう

か。 

○生活環境保全課長 佐藤委員おっしゃるように、

長期化がやはり困難の原因の第一なので、私ども

も未然にどう対応できるかということをまず考え

ています。 

  まず地域でごみ屋敷の心配があるという通報が

大事だと思いますので、まずそれをなるべくキャ

ッチしてできるような周知をさせていただきたい

と思います。それを受けてから、速やかに私ども

でもごみ屋敷の対策に向けて動くと、この二つを

中心に考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  やはり周りの目という、周りの声というのもす

ごく重要かと思いますし、やはり御本人の意識と

いうのも重要で、まだごみ屋敷になる前の段階、

お片づけ講座だったり、お家の物を鑑定してもら

おうみたいな、そういった取組というのも有効で

はないかなと考えておりますが、いかがでしょう

か。 

○生活環境保全課長 できる限り早期に、私どもも

様々な支援を提供することが長期化、困難化を防

ぐ大事だと思っていますので、佐藤委員おっしゃ

るように、様々な早いタイミングでの支援をお渡

しできるような取組を考えていきたいと思ってい

ます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  私個人のところにも、例えば片づけの業者を紹

介してほしいのよというような、ごみ屋敷の御相

談で、私個人には１０件程度ですけれども、これ

まであるのですが。そういった中で、全て単身の

男性の方だったのですね、私のとこに来たものは。

やはり単身の方で、お一人だからこそなかなか困

難になっていたりという、生活の部分も支えなく

てはいけないという点では、地域包括センターと

の連携はどのようになっているか、お聞かせくだ

さい。 
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○生活環境保全課長 特に地域包括センターとの私

どもの連携は大切にしています。特に高齢者とい

う対象者であれば、地域包括センターが、例えば

私どもとチームとなって、自宅を訪問させていた

だいたりだとか、現在も連携支援は進めさせてい

ただいておりますので、今後もしっかりと強いつ

ながりのもとで連携させていただきたいなと思っ

ています。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非、地

域包括センターとの連携、今後ともというところ

と、あと、町会・自治会との連携も併せて、より

強く進めていただければと思います。 

  以上です。 

○長井まさのり委員長 他に。 

○西の原ゆま委員 私の方も産業実態調査アンケー

トについてなのですが、２ページの売上げ利益の

ところで、理由の７番、原材料価格の高騰を価格

転嫁したとありますが、売上げが減少した理由に

は、７番、キャッシュレス決済に対応していない

ためということで、原材料の高騰を価格転嫁でき

なかったということではありませんでした。ほか

の項目は、全て売上げが増加した項目に対応して

減少理由もそれになっているのですが、物価高騰

による影響はかなり出ていると思うのに、選択肢

に入れないのはどうしてですか。入れた方がいい

と思いますが、どうですか。 

○産業経済部長 ２ページというのが、どこだかち

ょっとよく分からないのですが。 

○西の原ゆま委員 足立区産業実態調査アンケート

の２枚目の問２、売上げ利益の状況についての

（４）、増加したと回答をした方のみ、減少した

方のみという、（４）、（５）で聞いているとこ

ろのを聞いています。 

○産業経済部長 申し訳ございません。探していた

もので、質問の内容のところがよく理解できてい

るかどうか分からない、もう一度お願いいたしま

す。 

○西の原ゆま委員 売上げが増加した理由の７番に、

原材料価格の高騰を価格転嫁したとありますが、

売上げ減少した理由の７番にはキャッシュレス決

済に対応していないためということで、原材料の

高騰を価格転嫁できなかったということではなか

ったのですね。しかし、この（４）（５）両方見

ていくと、全て売上げが上昇した項目に対応して

減少理由にもなっているのに、７番だけ違ったの

で、物価高騰による影響はかなり出ていますが、

これを入れた方がいいという質問です。 

○産業経済部長 申し訳ございません。そちらにつ

きましては、例えばその他のところで入れていた

だいたりだとか、そういったことを考えておりま

す。 

○西の原ゆま委員 是非選択肢に、売上げの上昇の

ところには書いてあるのに減少のところには書い

ていないというのは、物価高騰による影響をかな

り出ていますので、それを選択したい人いると思

います。入れた方がいいと思います。 

  そして、この選択肢、この全体の内容として、

ＥＣとかＣＡＴとかキャリアパスとか、先ほど別

のことであったのですけれども、片仮名がとても

多くて、私もこれ読んで、勉強するのに３０分以

上掛かりまして、これ熟知している人ではないと

は思うのですけれども、簡単な説明を入れること

が必要だと思います。 

  そしてＥＣに関して、最後から４ページに初め

て説明が出てくるので、その前に質問がもうあり

ますので、これは説明が必要だと思いますが、ど

うですか。 

○産業経済部長 確かに１５ページの方に、米印の

方でＥＣサイトとはというふうに書いております

ので、そこは前の方にあった方がいいかなという
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ふうには思います。対応できるかどうか考えてみ

ます。 

○西の原ゆま委員 ＥＣなどの新たな自社販売方法

を開始したという選択肢に、もう２ページから出

てきますので、最初にＥＣということがどういっ

たことなのか分からない人もいると思いますので、

入れていただきたいと思います。 

  あと、前回の小林ともよ委員の方から物価高と

インボイスの影響、消費税の負担の重さなどを聞

き取っていただいて、こういうのも分かるような

項目を入れていただきたいと思いますとありまし

た。それは現在どうなっているのですか。 

○産業経済部長 そちらにつきましては、前回、経

済活性化会議の方に諮ってというふうなことで御

答弁申し上げました。 

  せんだって５月の経済活性化会議の方で、イン

ボイスについて入れたらどうかというふうな御意

見があったのですが、どうでしょうかというふう

なところ、特に入れなくてもいいのではないかと

いうふうな会議の結果になりましたので、すみま

せん、こちらの方には盛り込んではおりません。 

○西の原ゆま委員 私は是非入れていただきたいと

思っています。 

  海外販路拡大支援事業について、この事業の予

算は幾らで、参加事業者が僅か１０社なのですけ

れども、費用対効果はどれぐらいなのか。ごく限

られた一部の１０社のための事業であるのですけ

れども、この区内事業者に向けて幅広い、本当に

事業者に届くための支援が今求められています。 

  物価高騰対策としても緊急に求められていると

思いますが、どうですか。 

○産業経済部長 確かに毎年毎年１０社ということ

で数の方は少ないというふうに、それは私も認識

しております。 

  それをいかに横に展開できるようなことなのか、

これまでの知見で得ました経験ですとか、知識で

すとか、そういったものを区内のほかの事業者に

いかに広めていくことができるかというのは重要

だと思います。それをこれから進めてやっていき

たいと考えております。 

○西の原ゆま委員 続きまして、運用事業エネルギ

ー価格高騰支援金の状況なのですけれども、私も

代表質問でやりました、運輸事業者に限らず、建

設業の方も車がないと資材が運べません。 

  緑ナンバー以外の自動車を使用しなければ事業

が成り立たない方に向けても対象を広げてほしい

と思いますが、どうですか。 

○産業振興課長 やはり価格転嫁が非常に難しいと

いうことで、運用事業者に絞って今回も支援をさ

せていただいております。なので、これ以上拡大

という考えは今のところございません。 

○西の原ゆま委員 引き続き支援を求めていきたい

と思います。 

  小規模事業者等経営改善補助金なのですけれど

も、これは、代表質問では設備投資以外に店舗の

改修等も対象ですと答弁がありましたが、この小

規模事業者の中には、仕入れのときに材料費、食

料品などで物価高騰で影響を受けている飲食店も

あります。これは材料費など充てることは、この

制度ではできません。明日の営業を守るために、

少しでも安いお米を探し回る小規模事業者います。

これは物価高騰の直接支援ではない間接的な支援

です。 

  そこで、区内の小規模事業者２万１，８８１社、

そのうちの０．８％しか恩恵を受けられない。足

立区においても受けられる業者を増やしてほしい

と思いますが、いかがですか。 

○産業振興課長 答弁でもお答えしてございますが、

延べ９００件程度の業者にはこちらの補助金を活

用していただいてございます。 
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  こちらの補助金ですが、あくまで経営改善、皆

さんアンケートを取ったところ、やはり経営改善

計画を作成することで、非常に事業運営が見直す

ことができた、非常にモチベーションが上がった

というお答えをいただいております。 

  単なる日々の資金繰りということではそこでつ

いえてしまいますので、そういった前向きの事業

者に対する補助金ということで我々受け止めてご

ざいますので、西の原委員おっしゃるように、日々

のやりくりのための費用支援ということでは、補

助金は今のところ考えてございません。 

○西の原ゆま委員 先ほど９００社以上、９６５社、

５年間で、なので年間で１９３社。しかしながら

区内にいる小規模事業者は２万１，８８１社にな

っていますので、是非ここを広げていただきたい

と思います。 

  これを実際に使いたいという相談があって、私

も一緒に行ったのですけれども、計６回、区役所

に、小規模経営のために相談者と一緒に行ってき

たわけなのですが、書類がいっぱいあって、チェ

ックした職員が、必要書類が１枚見当たらなかっ

たので、もうないと、どこを探してもないという

ふうにすごく厳しくチェックをされていたのです

が、結局たくさんある資料の中から埋もれて出て

きたのですね。だからその小規模事業者が悪かっ

たのではなくて、その区の職員のチェックがミス

していただけなのですけれども、とても上から目

線でして、もう少し相談に来られる方に対して寄

り添ってほしいとお願いしたいですが、いかがで

すか。 

○産業振興課長 そのような印象を持たれてしまっ

たことは非常に申し訳ないと思ってございます。

職員には常日頃、慣れない方がいらしているので、

寄り添った相談に乗ってくださいということで、

おおむね皆さんからは寄り添った相談に乗ってい

ただいているというお声をいただいておりますが、

引き続き職員の意識啓発を努めてまいりたいと思

います。 

○西の原ゆま委員 最後です。 

  ほかの委員からもありましたが、足立の花火大

会について、今回はほぼ廃棄になってしまった花

火のことを考えたり、２年連続で中止になったこ

とを考えてみると、やはり今後の対応として、順

延や延期を具体的に考えた方がいいと思います。 

  我が党からも求めて、以上です。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

○加地まさなお委員 すみません、長くなっていま

して。 

  第４回レシート事業のことをお伺いいたします。 

  じっくり質問したいのですが、時間がないので

端的に質問させていただきます。 

  是々非々の会としても、いろいろなトラブルと

か悪用の例を挙げて、見直した方がいいのではな

いかという質問を再三させていただいていますが、

今現状で悪用されているとかトラブルがあるか、

またあったとしたら、それに対しての対応どうさ

れているか、お伺いします。 

○産業振興課長 レシートの悪用については御意見

いただいて、日々、転売サイトを確認してござい

ますが、今のところ見当たらない状況でございま

す。 

  あと、不正の方ですけれども、まだ、何万件と

いう中では、異常に多い数ですね、その辺はまだ

見当たっていない状況でございます。 

  ただ、レシートで、全然違う店舗のものが出て

きたという事例がございますので、それは手続に

不備がありますということでお返しをして、やっ

たりしております。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  間違いなく件数が増えている中で、質問等でい
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ろいろと警鐘を鳴らせていただいたのですが、改

善はかなりされているというふうに認識してよろ

しいでしょうか。 

○産業振興課長 加地委員おっしゃるとおりでござ

います。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。今日

は時間がないのでここまでにさせていただきます。 

  もう１点、ＰａｙＰａｙ商品券事業の方ですが、

これかなり分かりづらいという中で、サポートの

方の窓口もあると思うのですが、これ開いている

中で、その辺は解消されているのかというところ

をまず聞かせて、これからですか、これからです

ね。 

○産業振興課長 今回の報告にございますが、１０

月２７日からサポート窓口を開きます。コールセ

ンターも９月１日から開始する予定でございます。 

○加地まさなお委員 すみません、勘違いしました。 

  本当分かりづらいなというふうに思いますが、

いい内容なのかなというふうに思っていますので、

事前にトラブルとかそういうのも予測して対応し

ていただきたい。これ要望させていただきます。 

  あと最後に１点、花火大会、多分これ区が決め

るから、中止になったときとかいろいろ区民の皆

さんの不満ももちろんよく分かります。２年連続

なので。もう皆さんが一生懸命考えて、議会の方

でも話をしてくださったので、重々承知なのです

が、思い切って、区民の皆さんにパブリックコメ

ントを取るというのはどうでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 区民の方の御要望を聞く

というところについては、今回アンケートは実施

をさせていただいています。ただ、やっぱり夏の

風物詩であるという御意見もありますし、秋に開

催がいい、またはクリスマスとか年明けでという

御意見もありますと、やっぱり安全性をまず第一

と考えていきたいと思いますので、その辺のとこ

ろ、どこまで御理解いただいてコメントいただけ

るとかというところがちょっと難しいというふう

には考えておりますので、実施をしてみての御感

想を聞いて、また検討したいというふうに考えて

はおります。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  これ本当実は、３回目こけると、そうとう区の

方のプレッシャーがすごいと思うのですね。なの

で、これもうイベントにしちゃえばいいと思うの

です。区民全員でつくると。あと、ネガティブリ

スト的に、こことこことここは駄目なのだよとい

うのは、もう事前に分かっていると思うのですね、

ここはできませんと。できない上で、全員でこの

花火大会を実行しようというふうに持っていけば、

実際３回目が本当にできなかったというのは考え

たくないですが、どうしても区民の皆さんもう少

し、では次はどうしようかなというふうに展開さ

れるのではないかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○観光交流協会事務局長 昨年も開催時期について

は、委員の皆様にも様々御意見を伺って決めたも

のですけれども。なかなか年間で、いろいろな時

期でここならできますよというところがお示しす

るのが難しいかなというのが、昨年検討した実情

ではございますので。そういった意味でも、なか

なか様々な時期を御提示して、区民の方に御意見

を伺うというのは厳しいかなと。 

  ただ、加地委員おっしゃるとおり、区で決定を

して、中止になったときのハレーションというの

は間違いなくあるかと思いますが、そういったと

ころは安全性も含めて、どういったことができる

かというところについてちょっと研究をしたいな

と思います。 

○加地まさなお委員 ありがとうございます。 

  最後になります。もう２回目のときでかなりデ
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ータが取れたと思うのです、これもいつにしよう

かというので。これをもとにやっぱり区民の皆さ

んと競争でつくっていく、協働でつくっていくと

いう視点にすれば、より一層この足立区の花火と

いうのが注目されると思います。これプロモーシ

ョン的にも非常にいいと思うので、是非検討して

いただければと思います。 

  以上です。 

○岡田将和委員 産業経済部の報告のしょうぶまつ

りと世界の食広場についてです。 

  ６月７日土曜日の初日が、しょうぶ沼公園の方

が、去年と比べて１万人減っているということな

のですけれども、これどのように分析されていま

すか。 

○パークイノベーション推進課長 現場にいた本人

としては、そんなに大きく減ったという印象はな

かったのですけれども、やはり物販等々で１４時

過ぎには売り切れが続出していたり、体験コーナ

ーでも、やはり用意していた予定人数を上回って

いたというところがございまして、その人数の計

測時間がそれ以降の１４時半以降に計測してたり

とかしていた点がちょっと影響しているのかなと

思っております。 

○岡田将和委員 これは１４時半以降の計測数字で

２万２，０００人ということなんですか。 

○パークイノベーション推進課長 午前と午後計測

しております。それを計算式というか、代々使っ

ていた計算式に落とし込んで、はじいてみたとこ

ろなのですけれども、結果として１万人ほど少な

くなっていたという結果になっております。 

○岡田将和委員 この数字は、しょうぶまつりです

とか世界の食広場がどれだけ区民の方に喜ばれた

とか、来場者がどれぐらいあったかという数字だ

と思うのですけれども、今の御返事だとちょっと

よく分からなかったのですけれども。これ１４時

３０分に午後は計って、午前はもう１回計って、

そのトータルが２万２，０００人ということなの

ですか。 

○パークイノベーション推進課長 公園でいろいろ

なところから出入りできる場所ですので、ある一

定の時間を決めて、そこで計測した時間をもとに

滞在していた人数を推測して、この人数を出させ

ていただいております。 

○岡田将和委員 ちょっといまいちよく分からない

ですけれども、とにかく足立の花火と今回のしょ

うぶまつりが１週間違いということで、観光交流

協会、また産業経済部の皆さん大変な思いして今

回やられたという前提において、本当これ大変だ

ったと思うのですけれども、初日がこの１万人減

っているということが、そういった準備に関わる

ことですとか、様々な要因でどのように１万人減

ったかということは、これからもしっかり分析し

なきゃいけないという前提で質問なんですけれど

も、私も実際に行ってみて、しょうぶ沼公園と世

界の食広場、かなり世界の食広場が盛り上がって

いたなというふうに感じております。キッチンカ

ーも２５台出ていたということと、世界の食広場

もセネガル料理ですとかモルドバ料理ですとか、

いろいろな食文化を楽しめるということが本当に

楽しんでいらっしゃるように映りました。 

  その中でちょっと疑問に思ったのが、昨年、姉

妹都市４０周年を迎えたベルモント市なのですけ

れども、この世界の食広場の中で、オーストラリ

ア料理ですとかベルモントにまつわる料理なんか

は、これはなかなか出すのは難しいのでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 岡田委員御質問のとおり、

実はオセアニア大陸、今年５大陸のうちオースト

ラリアだけ料理が出ておりませんでした。従前か

らやはり世界の食広場とうたっていますので、で

きるだけ５大陸出したいということで、オースト
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ラリア料理についても、キッチンカー協会ですと

か様々当たっているところなのですけれども、な

かなかそういった料理を出しているところがなく

て、今誘致ができてないというのが現状でござい

ます。 

○岡田将和委員 是非、足立区ならではといいます

か、４０周年ということで、執行機関または議会

の皆さんとお迎えをしましたし、やはり、ベルモ

ント市と連携しているということは、例えばパネ

ル展示などもさせていただくことで、観光交流協

会がベルモント使節団を派遣していることですと

か、そういうことも新しく足立区に移り住んだ

方々にも知っていただきたいというふうに思いま

すので、是非、御検討いただきたいと思います。 

  去年のウエルカムパーティーでお隣に座られた

使節団の方から、ティムタムというお菓子で、ス

トローがわりにしてコーヒーを召し上がるという

お話もありましたけれども、できれば食事がいい

のですが、もし難しければそういうティムタムを

ベルモントでは利用しながらティータイムを過ご

すということもありましたので、是非、御検討を

いただければと思っております。 

  それと合わせて、しょうぶ沼公園の方がちょっ

と１万人減られたということなのですが、６月２

４日に開業した「ららテラス北綾瀬」、来年、こ

ういったららテラス北綾瀬、民間商業施設と連携

していくお考え等、計画等はございますでしょう

か。 

○パークイノベーション推進課長 今現在ですと、

ららテラスの方との★★とかは考えておりません

けれども、どういった形で展開できるのか。今、

北綾瀬の駅下の商店街とかを中心に考えています

ので、それから広げていけられるのかどうか改め

て研究させていただきたいと思います。 

○岡田将和委員 訪れる方々の目も大変肥えていら

っしゃいまして、区としてもやっぱり創意工夫を

通じて、いいものいいものをどんどんどんどんア

ップグレードしていただきたいと思いますので、

お願いいたします。 

  続いて、足立の花火の件です。 

  報告資料の中で、ＣｅＭＩから気象情報をいた

だいているというお話もありましたが、これ３億

５，０００万円から４億円近くの区民の皆様の税

金を使っているということで、やはり私もいろい

ろな方からおしかりをいただくのですけれども、

当日５時の打上玉ですとか、Ｃ２０分からの開始

の時刻ですとか、また、８時２０分までというこ

とで、この時間帯の風速ですとか、これもしっか

り委員会に提示していただいて、来年に向けた前

向きな検討ができるような検証をしなければなら

ないと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 当日の風の状況、河川敷

の平場の状況ですけれども、一応２０時１０分ま

で記録を取っております。ちょっと間、記録が抜

けているところありますけれども、記録残ってお

りますので、こちらの方もまた御提示しながら、

来年に向けて検討してまいりたいと思っておりま

す。 

○岡田将和委員 先ほど各委員の先生方から順延で

すとかいろいろなお話出ておりますが、やはり来

年に向けても、何が起きるか分かりませんから、

我々もしっかり議論しながら準備進めた方がいい

のかなと思いましたので、要望でお願いいたしま

す。 

○長井まさのり委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            
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○長井まさのり委員長 最後に、その他に移ります。 

  何かございますか。 

○西の原ゆま委員 すみません、大事なことなので

２点。 

  シルバー人材で、会員である方から相談が入り

ました。役員のパワハラ・ハラスメントの訴えが

あったことに関し、この間、区とやり取りをして

きたそうですが、役員を選出する総会が６月２５

日に開催されましたが、訴えられた当事者を理事

で位置付けさせて、部署も変えないということは、

社会通念上あり得ないと思いますが、どうですか。 

○シルバー人材センター事務局長 理事の選任に当

たっては、区内五つの地区に分けておりますが、

その地区の中の会議において会員の中から推薦を

していただいて、総会において過半数の同意を得

て理事として選任させていただいております。選

任に当たって、やはり過半数の同意、あるいは地

域の推薦ということを受けているということを考

えますと、仮に、片方の話だけということになり

ますと、地域内での分断とか混乱を招くというこ

ともありますので、その辺を踏まえながら、中で

極力話合い等を進めながらやっていくべきものと

いうふうに考えております。 

○西の原ゆま委員 そのことに関して対策もしてい

くことが必要なのですけれども、対策はないので

すか。 

○シルバー人材センター事務局長 解任等に当たっ

ては、これは法令等の定義がありますので、総会

等の決議がなければ介入することは難しいと思い

ます。 

  ただ、この間、自分も就任してから、理事とか

に対する懲罰の流れとかそういうのがありません

でしたので、今現在、懲罰規定を制定を進めてい

るところでございます。できましたら、委任事項

ということで、理事個々からの承諾書を徴する必

要がありますが、ほかのセンターではないという

ような形で聞いておりますので、それを進めるこ

とによって、理事に対して一定のそういう懲罰と

いいますか、そういったものをできるような形に

していきたいというふうに考えています。 

○西の原ゆま委員 是非徹底していただきたいと思

います。 

  もう１件、足立ブランドのことなのですが、令

和６年１０月１２日にＦＣ足立交流役員会の改選

に伴う会長、副会長についてありましたので質問

します。 

  このＦＣ足立交流会会長、副会長の任期は１期

２年、２期までで、最高が４年という通知文を読

みました。なのですけれども、今回のスケジュー

ルにおいて、実際は１月に臨時の全体役員会が開

かれて、任期を全うした副会長が会長に就任する

ということが決まったと。しかし、１１月５日に、

推薦、自薦、他薦どちらでも問わないのですが、

それが締切りされているのに、規定どおりに事が

進んでいないというのは異議が出るのは当然だと

思いますが、どうですか。 

○産業振興課長 推薦の過程において、疑義があっ

たということで、会員全員の意見に沿って進めま

しょうということで、あくまでＦＣ足立は会員の

会でございますので、皆さんの意見を反映して進

めましょうということで、手順を整えて、改選を

させていただいたところでございます。 

○西の原ゆま委員 １１月５日までに推薦、自薦、

他薦が行われていたのにもかかわらず、それがで

きないという規約があったのにもかかわらず、副

会長やっていた人が会長になったということが、

やっぱり規約どおり進んでないと思うのですけれ

ども。 

  それがもう一つの点と、あと、前回の報告資料

の中に、足立ブランドの非認定が１件ありました。



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 
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しかしこの非認定の理由を読むと、製造拠点がな

いとありましたが、事業所はありました。私も実

際に見てきました。確かに大手企業と裁判した経

緯もあったと聞きましたが、大手の参入が多く、

競争激化である分野であるため、将来にわたり競

争力を保持していくことは難しいとの理由もあり

ましたが、ならばなおさら区内中小企業を区とし

てフォローアップする立場に立つべきだと思いま

す。理由にならない理由がまかり通るのは納得が

得られないとは思うのですけれども、どうですか。 

○産業振興課長 規約の方はできないという規約で

はなくて、どちらとも読める規約でございました。

そのために、どちらでも理解できる状況だったの

で、会員皆様の総意を確認して、そのような手続

きを取ったということが１点目です。こちらにつ

いては弁護士にも確認して、会員全員の確認をす

ればいいのではないかということで、そのアドバ

イスを持って進めさせていただいたところでござ

います。 

  また、２点目の非認定の件でございますが、足

立ブランドとして認定するかどうかという視点で

ございます。区内の中小企業につきましては、幅

広く支援は続けてまいります。足立ブランドはあ

くまで足立区を応援していく、足立区にこれだけ

すごい技術がある、すごい製品をつくる会社があ

るということで認定してございます。実態として、

会計上も制度自体がないような状況でございまし

たので、今回は非認定とさせていただきました。 

○西の原ゆま委員 その非認定の理由というのであ

るのですけれども、ここはやっぱり区内事業者、

区内の足立区のブランドをやっていくというのは、

この企業はそれなりに貢献をしていたりだとか、

かなりの実績があると私もお話を聞いて思ったの

ですね。それで、ならばなおさらそれを応援して

いく立場として、やっぱり参入が大手企業でたく

さんあるのだと、競争が激化しているというので

あれば、フォローアップする立場で区も頑張れる

のではないかなと。それを非認定にするというの

は納得が得られないのではないかということで、

私は質問しました。 

  是非こういうふうに非認定をすることのないよ

うに、区内事業者を守って、区内の中小企業を守

っていただきたいと思って要望します。 

○長井まさのり委員長 他にございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長井まさのり委員長 なしと認めます。 

  以上で産業環境委員会を閉会いたします。 

午後零時４３分閉会 


